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論
考

曹
魏
（
三
少
帝
期
）
に
お
け
る
州
都
督
に
つ
い
て

木
村

政
博

は
じ
め
に

魏
晋
時
代
に
お
け
る
軍
隊
の
運
用
と
い
え
ば
、
都
督
制
と
呼
ば
れ
る
軍
事
制
度

が
挙
げ
ら
れ
る
。
都
督
制
と
は
、
州
の
軍
事
を
統
括
す
る
州
都
督
、
中
外
軍
を
統

括
す
る
中
外
都
督
、
臨
時
の
軍
事
司
令
官
た
る
大
都
督
な
ど
、
複
数
軍
を
統
率
す

る
都
督
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
軍
事
制
度
で
あ
る
。
か
か
る
都
督
制
は
、
三
国
時

代
の
魏
に
お
い
て
な
さ
れ
て
以
降
、
魏
晋
時
代
に
お
け
る
軍
事
制
度
の
中
心
的
な

存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
筆
者
は
「
曹
魏
（
文
帝
期
・
明
帝
期
）
に
お
け
る
州
都
督
に
つ
い

て
」
（
『
三
國
志
研
究
』
六
、
二
〇
一
一
年
、
以
下
前
稿
と
す
る
）
に
お
い
て
、

曹
魏
文
帝
期
・
明
帝
期
の
州
都
督
運
用
を
考
察
し
た
結
果
、
州
都
督
は
そ
れ
単
独

で
は
あ
く
ま
で
州
の
監
察
者
で
あ
っ
て
、
「
四
征
・
四
鎮
将
軍
」
や
州
刺
史
・
牧

と
い
っ
た
官
職
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
軍
鎮
機
関
と
し
て
機
能
し
た
と
結
論
付
け

た
。
本
稿
で
は
、
三
少
帝
期
（
曹
芳
・
曹
髦
・
曹
奐
の
三
人
の
帝
紀
時
期
）
に
つ

い
て
前
稿
同
様
、
運
用
と
い
う
点
に
絞
っ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

（
一
）

な
お
、
四
征
将
軍
と
表
記
す
る
場
合
は
四
征
、
四
鎮
、
四
安
、
四
平
将
軍
を
区

別
せ
ず
、
鉤
括
弧
で
「
四
征
将
軍
」
と
あ
る
場
合
は
征
東
、
征
西
、
征
南
、
征
北

の
各
将
軍
を
指
し
、
同
じ
く
「
四
鎮
将
軍
」
と
あ
る
場
合
は
鎮
東
、
鎮
西
、
鎮
南
、

鎮
北
の
各
将
軍
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
「
四
安
」
、
「
四
平
」
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
ま
た
、
州
都
督
に
つ
い
て
も
州
都
督
や
諸
軍
事
の
表
記
で
は
都
督
、
督
、

監
を
区
別
せ
ず
、
都
督
・
督
・
監
諸
軍
事
と
す
る
場
合
は
、
都
督
、
督
、
監
を
区

別
し
て
い
る
。
各
人
物
の
事
跡
や
官
職
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、

『
三
国
志
』
や
『
晋
書
』
に
お
け
る
該
当
人
物
の
列
伝
、
あ
る
い
は
末
尾
の
付
表

を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

一
、
三
少
帝
期
に
お
け
る
州
都
督
の
運
用

景
初
三
（
二
三
九
）
年
、
曹
芳
皇
帝
即
位
の
時
点
に
お
い
て
任
用
が
確
認
で
き

る
州
都
督
は
揚
州
、
荊
州
、
豫
州
で
あ
る
。
揚
州
の
州
都
督
は
満
寵
、
荊
州
と
豫

州
の
州
都
督
は
夏
侯
儒
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
年
、
満
寵
が
高
齢
の
た
め
都
に
帰

還
す
る
と
、
後
任
と
し
て
王
淩
を
都
督
揚
州
諸
軍
事
と
し
た
。
ま
た
、
趙
儼
を
監

雍
涼
諸
軍
事
に
任
命
し
て
い
る
の
は
、
前
年
に
蒋
琬
が
漢
中
に
駐
屯
し
た
た
め
で

あ
ろ
う
か
。
都
督
で
は
な
く
監
で
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
急
遽
任
命
し
た
感
も

覚
え
る
。
正
始
二
（
二
四
一
）
年
に
は
、
夏
侯
儒
が
樊
城
に
て
朱
然
を
退
け
ら
れ

な
か
っ
た
と
し
て
解
任
さ
れ
る
と
、
後
任
と
し
て
王
昶
を
都
督
荊
豫
諸
軍
事
と
し
、

こ
の
樊
城
攻
防
戦
に
お
い
て
戦
功
の
あ
っ
た
胡
質
を
都
督
青
徐
諸
軍
事
に
起
用
し

た
。
さ
ら
に
、
正
始
四
（
二
四
三
）
年
、
趙
儼
が
高
齢
の
た
め
都
に
帰
還
す
る
と
、

後
任
と
し
て
夏
侯
玄
を
都
督
雍
涼
諸
軍
事
と
し
た
。

王
昶
は
司
馬
懿
に
推
薦
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
人
物
で
あ
る
が
、
息
子
の
王
渾

は
曹
爽
の
掾
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
王
昶
の
前
任
者
で
あ
っ
た
夏
侯

（
二
）
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儒
に
つ
い
て
は
、
樊
城
に
お
け
る
対
応
は
適
切
な
戦
略
だ
と
し
て
擁
護
す
る
意
見

も
あ
り
、
結
果
と
し
て
大
敗
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
夏
侯
儒
は
実
戦
経

（
三
）

験
豊
富
な
人
物
で
あ
り
、
曹
氏
・
夏
侯
氏
で
軍
事
を
掌
握
す
る
に
は
貴
重
な
人
材

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
実
戦
を
経
験
す
る
夏
侯
覇
も
厚
遇
さ
れ
て
は
い
る

が
、
夏
侯
玄
の
下
に
就
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
夏
侯
儒
は
一

族
間
で
の
勢
力
争
い
に
よ
り
失
脚
し
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
王
淩
は
、

司
馬
懿
と
緊
密
な
関
係
を
持
つ
蒋
済
に
評
価
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
し
、
胡
質
は
、

そ
の
蒋
済
と
並
ん
で
評
価
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
曹
爽
、
司
馬
懿
、
そ
れ
ぞ
れ
に

（
四
）

つ
な
が
り
あ
る
人
物
を
起
用
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
う
し
て
、
順
次
、
州
都
督
を
拡
大
、
人
事
を
刷
新
し
て
い
っ
た
が
、
新
規
に

起
用
さ
れ
た
州
都
督
の
顔
ぶ
れ
は
武
官
と
い
う
よ
り
文
官
と
い
う
印
象
を
強
く
持

つ
。
王
昶
、
王
淩
、
胡
質
と
い
ず
れ
も
州
刺
史
任
官
者
で
あ
る
。
明
帝
期
ま
で
は
、

（
五
）

臧
覇
と
満
寵
が
州
都
督
就
任
よ
り
前
に
州
刺
史
と
な
っ
て
い
る
が
、
揃
っ
て
経
歴

を
曹
氏
・
夏
侯
氏
の
州
都
督
と
異
に
し
て
い
る
。
か
つ
て
異
例
の
経
歴
で
あ
っ
た

も
の
が
、
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
は
、
州
都
督
の
変
化
を
裏
付
け
る
。

（
六
）

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
明
帝
期
ま
で
の
曹
魏
で
は
郡
太
守
や
州
刺
史
の
活
躍

が
多
く
、
曹
叡
は
呉
蜀
に
対
し
て
防
衛
を
基
本
路
線
と
し
て
い
た
。
蜀
漢
に
対
し

て
は
曹
真
や
司
馬
懿
に
任
せ
る
一
方
、
孫
呉
に
対
し
て
は
自
身
が
出
征
し
た
り
指

示
を
出
す
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
曹
叡
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
役
割
は

司
馬
懿
と
曹
爽
が
担
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
外
征
に
活
躍
し
て
き
た
司
馬
懿

が
中
央
に
い
る
状
態
で
ど
の
よ
う
に
呉
蜀
を
防
衛
す
る
か
模
索
し
た
結
果
が
、
こ

の
州
都
督
の
拡
大
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
図
ら
ず
も
明
帝
期
に
お
け
る
州
都

督
の
運
用
縮
小
に
よ
っ
て
、
州
都
督
が
曹
氏
・
夏
侯
氏
の
寡
占
を
離
れ
、
氏
族
に

関
係
な
く
州
都
督
を
任
命
出
来
る
下
地
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
州
都
督
の

運
用
拡
大
を
容
易
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
七
）

正
始
の
政
変
が
起
こ
る
と
、
州
都
督
の
様
相
に
も
当
然
な
が
ら
変
化
が
あ
ら
わ

れ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
、
当
該
時
期
の
昇
進
で
あ
る
。
毌
丘
倹
は
左
将
軍
・
監
豫

州
諸
軍
事
か
ら
鎮
南
将
軍
・
都
督
豫
州
諸
軍
事
へ
、
王
昶
は
征
南
将
軍
か
ら
征
南

大
将
軍
・
儀
同
三
司
へ
、
郭
淮
は
征
西
将
軍
か
ら
車
騎
将
軍
・
儀
同
三
司
へ
と
昇

進
し
て
い
る
。
儀
同
三
司
と
な
れ
ば
三
公
に
準
じ
る
よ
う
な
権
威
を
持
ち
、
開
府

と
も
な
れ
ば
実
権
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
強
化
さ
れ
る
。
そ
の
儀
同
三
司
以
上
の

（
八
）

資
格
を
、
嘉
平
三
（
二
五
一
）
年
の
時
点
で
、
王
淩
［
仮
節
鉞
・
太
尉
・
都
督
揚

州
諸
軍
事
］
、
王
昶
［
仮
節
・
征
南
大
将
軍
・
都
督
荊
豫
諸
軍
事
・
儀
同
三
司
］
、

郭
淮
［
節
不
明
・
車
騎
将
軍
・
都
督
雍
涼
諸
軍
事
・
儀
同
三
司
］
と
、
対
呉
蜀
戦

線
の
主
な
州
都
督
が
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
縮
小
さ
れ
て
い
た
州
都
督

の
運
用
を
考
慮
せ
ず
と
も
、
尋
常
で
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
し
て
州
都
督
の
地
位
を

高
め
よ
う
と
す
る
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

政
権
を
掌
握
し
た
ば
か
り
の
司
馬
懿
と
し
て
は
、
外
患
よ
り
も
内
患
を
処
理
す

る
ほ
う
が
優
先
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
呉
蜀
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
下
手
に
人

を
動
か
さ
ず
、
論
功
行
賞
も
兼
ね
て
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
人
物
に
委
任
し
安
定

を
図
る
こ
と
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
正
始
の
政
変
に
よ
る
州
都
督
の
人
事
異
動
は
、

夏
侯
玄
に
代
わ
り
郭
淮
が
都
督
雍
涼
諸
軍
事
と
な
っ
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
司
馬

懿
は
、
曹
操
時
代
よ
り
自
身
に
対
す
る
嫌
疑
の
目
を
気
に
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

事
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
と
子
弟
に
戒
め
て
い
た
。
地
方
軍
権
を
手
放
す
こ
と
で
、

そ
う
し
た
周
り
の
目
を
反
ら
せ
よ
う
と
い
う
狙
い
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
司
馬
懿
自
身
が
政
権
基
盤
拡
大
や
国
家
簒
奪
に
腐
心
し
な
け
れ
ば
、

特
段
、
地
方
軍
権
に
手
を
付
け
る
必
要
性
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め

に
権
力
を
預
け
た
者
は
、
自
身
に
つ
な
が
り
あ
る
人
物
と
は
い
え
、
王
淩
と
密
接

な
関
係
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
。
王
昶
は
王
淩
の
舎
弟
で
あ
り
、
郭
淮
は
王
淩
の

義
弟
で
あ
る
。

王
淩
は
地
方
に
あ
っ
て
力
を
持
つ
と
、
そ
れ
を
頼
り
に
曹
彪
を
皇
帝
に
擁
立
し

都
を
許
昌
に
置
こ
う
と
図
っ
た
と
い
う
。
毌
丘
倹
や
司
馬
昭
は
い
ざ
知
ら
ず
、
事
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に
よ
る
と
王
昶
な
ら
自
分
に
与
し
て
く
れ
る
、
少
な
く
と
も
敵
愾
心
を
燃
や
す
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
算
段
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
任
地
が
離
れ
て
い

る
が
郭
淮
も
し
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
、
許
昌
の
守
り
に
は
司
馬
昭
が
あ

た
っ
て
お
り
、
渦
中
に
息
子
を
派
遣
し
て
い
る
あ
た
り
、
司
馬
懿
は
王
淩
の
行
動

を
予
見
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
司
馬
懿
が
亡
く
な
り
、
司
馬
師
政
権
と
な
っ
て

初
の
大
事
と
い
え
ば
東

興
で
の
敗
戦
で
あ
る
。
か
か
る
大
戦
に
お
い
て
撤
退
に
成
功
し
た
と
い
う
石
苞
が

監
青
州
諸
軍
事
と
な
り
、
鄧
艾
が
都
督
隴
右
諸
軍
事
と
な
っ
た
。
都
督
雍
涼
諸
軍

事
の
司
馬
望
は
、
大
魏
之
純
臣
・
司
馬
孚
の
子
で
あ
り
、
司
馬
師
、
昭
と
の
権
力

闘
争
を
避
け
外
に
出
た
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
都
督
隴
右
諸
軍
事
は
、
そ
う
し

た
司
馬
望
に
期
待
が
持
て
な
い
た
め
に
設
置
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

（
九
）

州
都
督
の
分
化
、
重
複
が
進
ん
で
も
、
州
都
督
の
力
は
減
退
す
る
こ
と
な
く
、
王

淩
の
場
合
は
反
乱
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
が
、
毌
丘
倹
、
諸
葛
誕
の
場
合

は
、
一
方
面
の
支
配
を
揺
る
が
せ
る
事
態
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
と
こ

ろ
を
検
討
し
て
み
た
い
。

正
元
二
（
二
五
五
）
年
、
毌
丘
倹
の
反
乱
時
に
つ
い
て
、
都
督
淮
北
諸
軍
事
の

司
馬
昭
は
、
蜀
漢
に
お
け
る
姜
維
の
北
伐
に
対
応
す
る
た
め
、
西
方
に
出
向
き
、

上
記
反
乱
時
に
お
い
て
は
中
領
軍
を
兼
ね
洛
陽
に
駐
屯
し
て
い
る
。
王
基
の
監
軍

は
反
乱
平
定
時
、
賈
充
の
監
淮
北
諸
軍
事
も
反
乱
平
定
後
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
淮

北
諸
軍
事
が
不
在
、
も
し
く
は
任
命
さ
れ
て
い
な
い
。
甘
露
二
（
二
五
七
）
年
に

お
け
る
諸
葛
誕
の
反
乱
に
お
い
て
も
、
都
督
淮
北
諸
軍
事
・
陳
騫
は
反
乱
平
定
後

で
あ
り
、
青
徐
地
方
で
も
監
青
州
諸
軍
事
の
石
苞
が
駐
屯
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
淮
北
諸
軍
事
の
不
在
を
突
く
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
。

都
督
荊
豫
諸
軍
事
の
夏
侯
儒
は
、
樊
城
攻
防
戦
に
お
い
て
兵
力
不
足
で
直
接
救

援
に
赴
け
な
か
っ
た
。
満
寵
は
孫
権
の
合
肥
侵
攻
の
宣
伝
に
対
し
て
揚
州
だ
け
な

く
兗
豫
州
の
軍
兵
も
招
集
し
た
。
後
に
は
寿
春
と
の
連
携
や
敵
を
誘
引
す
る
た
め

と
は
い
え
、
拠
点
を
合
肥
か
ら
合
肥
新
城
へ
と
移
し
防
衛
線
を
下
げ
て
い
る
。
こ

（
一
〇
）

れ
以
降
、
合
肥
新
城
を
め
ぐ
る
攻
防
が
続
く
が
、
毌
丘
倹
や
諸
葛
誕
の
反
乱
を
見

て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
揚
州
の
拠
点
は
寿
春
へ
と
移
っ
て
い

る
。
か
か
る
変
化
は
、
軍
事
体
制
、
州
都
督
の
変
化
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
州
都

督
が
多
く
の
軍
隊
を
率
い
、
民
事
に
も
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
地
形
上
の
軍

事
拠
点
に
す
ぎ
な
い
合
肥
新
城
よ
り
、
州
都
た
る
寿
春
に
駐
屯
し
た
ほ
う
が
よ
い
。

諸
葛
恪
が
東
興
の
戦
い
後
、
合
肥
新
城
を
包
囲
し
た
よ
う
に
、
新
城
が
棄
て
ら
れ

た
わ
け
で
は
な
い
が
、
魏
側
も
新
城
を
是
が
非
で
も
救
援
す
る
体
勢
は
と
っ
て
い

な
い
。
そ
も
そ
も
諸
葛
恪
自
身
、
当
初
は
淮
南
で
の
掠
奪
を
計
画
し
て
い
た
。

（
一
一
）

諸
葛
恪
に
限
ら
ず
、
孫
呉
は
合
肥
新
城
が
堅
固
な
う
え
人
員
物
資
等
得
る
も
の

が
少
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
、
次
第
に
六
安
や
芍
陂
な
ど
の
生
産
拠
点
に
攻
撃
を
仕

掛
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
曹
魏
の
食
糧
増
産
に
危
機
感
を
強
く
し
た
こ

と
も
一
因
だ
ろ
う
が
、
揚
州
諸
軍
事
の
拠
点
が
合
肥
新
城
か
ら
寿
春
へ
と
後
退
し

た
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
拠
点
が
後
退
す
れ
ば
長
江
北
岸
に
侵

攻
し
や
す
く
な
る
。
諸
葛
恪
も
司
馬
懿
が
圧
力
を
か
け
て
く
る
ま
で
は
長
江
北
岸

に
駐
屯
し
、
隙
を
窺
っ
て
は
掠
奪
を
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
王
昶

（
一
二
）

の
監
督
す
る
荊
州
で
は
、
逆
に
州
都
督
を
州
都
た
る
宛
か
ら
前
線
に
近
い
新
野
へ

と
移
動
し
て
い
る
。

（
一
三
）

西
晋
時
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
羊
祜
は
石
城
以
西
を
支
配
下
に
置
く
一
方
、
夏

口
を
掠
め
取
ら
れ
た
り
、
弋
陽
や
江
夏
へ
の
掠
奪
を
許
し
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
詰
問
を
受
け
た
羊
祜
は
、
江
夏
は
襄
陽
か
ら
八
百
里
先
に
あ
り
、
賊
の

知
ら
せ
を
受
け
た
と
き
に
は
、
既
に
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
歩
兵
を
動
か

し
て
も
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
答
え
て
い
る
。
江
北
諸
軍
事
の
設
置
を
や
め
て

か
ら
の
後
手
が
目
立
つ
。
前
線
に
防
衛
拠
点
を
複
数
設
け
な
い
ま
ま
、
州
都
督
を

統
合
し
た
こ
と
で
監
督
範
囲
が
広
が
り
、
遠
距
離
で
の
危
急
に
対
応
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
州
刺
史
や
郡
太
守
か
ら
州
都
督
へ
と
防
衛
機
能

（
一
四
）
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の
中
心
が
移
行
す
る
と
、
州
都
督
の
も
と
に
戦
略
を
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
反

面
、
前
線
へ
の
対
応
が
遅
れ
、
隙
が
多
く
な
る
。

（
一
五
）

ま
た
、
三
少
帝
期
に
お
い
て
は
、
趙
儼
［
（
河
東
か
）
典
農
中
郎
将
、
大
司

農
］
、
毌
丘
倹
［
洛
陽
の
典
農
（
中
郎
将
か
）
］
、
劉
靖
［
大
司
農
］
、
石
苞
［
鄴

の
典
農
中
郎
将
］
、
何
曽
［
汲
の
典
農
中
郎
将
］
、
司
馬
望
［
洛
陽
の
典
農
中
郎

将
］
、
鄧
艾
［
稲
田
守
叢
草
吏
、
典
農
綱
紀
］
、
賈
充
「
汲
の
典
農
中
郎
将
」
と
、

州
都
督
就
任
者
に
典
農
関
連
の
職
を
任
官
し
て
い
る
人
物
が
目
に
付
く
。
か
か
る

経
験
は
屯
田
兵
の
掌
握
や
開
発
事
業
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ

れ
も
州
都
督
が
曹
氏
・
夏
侯
氏
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
適
材
適
所
に
人
物
を
任

用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。

（
一
六
）

諸
葛
誕
は
寿
春
の
守
り
と
孫
呉
の
援
軍
を
頼
み
、
座
し
て
死
を
待
っ
た
感
が
あ

る
が
、
文
欽
や
朱
異
ら
が
野
戦
に
お
い
て
立
て
続
け
に
敗
北
し
て
い
る
な
か
、
魏

国
内
の
変
事
や
呉
蜀
の
侵
攻
、
豪
雨
と
い
っ
た
天
変
に
期
待
す
る
の
も
理
解
で
き

る
。
淮
南
及
び
淮
北
郡
県
の
屯
田
吏
兵
十
余
万
に
揚
州
の
軍
兵
四
、
五
万
、
一
年

間
の
食
糧
を
収
集
し
た
こ
と
が
、
籠
城
と
い
う
選
択
を
後
押
し
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
大
軍
、
兵
糧
を
確
保
で
き
た
理
由
は
、
軍
事
を
州
都
督

の
下
に
集
結
す
る
動
向
と
屯
田
開
発
が
施
策
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
司
馬

懿
、
鄧
艾
な
ど
に
よ
る
屯
田
開
発
に
よ
っ
て
、
食
糧
の
み
な
ら
ず
屯
田
兵
も
増
加

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
一
七
）

そ
し
て
、
『
晋
書
』
巻
二
・
文
帝
紀
・
甘
露
四
（
二
五
九
）
年
六
月
の
条
に
、

四
年
夏
六
月
、
荊
州
を
分
か
ち
て
二
都
督
を
置
く
、
王
基
は
新
野
を
鎮
め
、

州
泰
は
襄
陽
を
鎮
む
。
石
苞
を
都
督
揚
州
、
陳
騫
を
都
督
豫
州
、
鍾
毓
を
都

督
徐
州
、
宋
鈞
を
監
青
州
諸
軍
事
に
使
ふ
。

と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
か
る
年
、
州
都
督
を
大
き
く
再
編
す
る
。
荊
州

は
新
野
と
襄
陽
を
拠
点
に
二
分
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
荊
州
諸
軍
事
と
江
南
諸
軍
事

で
あ
る
。
次
に
豫
州
の
独
立
で
あ
る
。
豫
州
諸
軍
事
は
荊
州
諸
軍
事
と
と
も
に
任

命
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
や
め
て
い
る
。
徐
州
と
青
州
も
独
立

し
て
州
都
督
が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
王
基
が
揚
州

か
ら
荊
州
へ
、
陳
騫
が
淮
北
か
ら
豫
州
へ
、
石
苞
が
青
州
か
ら
揚
州
へ
と
異
動
し

て
い
る
。

こ
の
再
編
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
十
七
年
以
上
も
都
督
荊
豫
諸
軍
事
を
務
め

た
王
昶
の
死
去
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
徐
州
諸
軍
事
に
つ
い
て
は
、
鍾
毓
の
後

任
が
確
認
で
き
ず
、
任
命
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
高
い
。
景
元
三
（
二
六
二
）

年
に
は
、
蜀
征
伐
の
準
備
と
し
て
、
司
馬
望
を
召
還
し
て
涼
雍
諸
軍
事
の
運
用
を

停
止
、
都
督
関
中
諸
軍
事
・
鍾
会
を
任
命
し
て
い
る
。
翌
年
に
鍾
毓
が
亡
く
な
り
、

後
任
の
都
督
荊
州
諸
軍
事
に
は
都
督
江
南
諸
軍
事
で
あ
っ
た
陳
騫
が
就
く
が
、
こ

の
時
に
江
北
諸
軍
事
が
設
置
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

州
都
督
間
の
人
事
異
動
と
い
う
の
は
、
東
興
の
敗
戦
を
受
け
た
毌
丘
倹
と
諸
葛

誕
の
配
置
交
換
に
始
ま
る
が
、
以
降
続
く
州
都
督
の
人
事
異
動
や
再
編
に
つ
い
て

は
、
淮
南
に
お
け
る
相
次
ぐ
反
乱
を
受
け
、
地
方
軍
権
者
に
力
を
持
た
せ
な
い
た

め
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
都
督
揚
州
諸
軍
事
の

（
一
八
）

石
苞
は
、
西
晋
建
国
ま
で
一
貫
し
て
揚
州
に
赴
任
し
て
い
る
。
丁
奉
の
策
謀
も
あ

り
結
局
召
還
さ
れ
た
と
は
い
え
、
泰
始
四
（
二
六
八
）
年
ま
で
彼
の
地
に
居
た
こ

と
は
先
の
理
由
に
沿
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
防
衛
線
の
守
備
を
頻
繁
に
改

変
す
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
州
都
督
の
再
編
、
人
事
異
動
を
頻
繁
に
行

っ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
荊
豫
州
だ
け
な
の
で
あ
る
。
鄧
艾
や
司
馬
望
、
何
曽

が
五
年
以
上
州
都
督
を
勤
め
、
魯
芝
も
そ
の
程
度
の
任
期
が
あ
る
。

荊
州
が
分
割
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
都
督
荊
州
諸
軍
事
の
王
基
、
都

督
江
南
諸
軍
事
の
州
泰
は
、
嘉
平
二
（
二
五
〇
）
年
に
王
昶
と
と
も
に
孫
呉
へ
侵

攻
し
戦
功
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
経
験
を
買
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

か
か
る
侵
攻
作
戦
と
は
、
征
南
将
軍
・
都
督
荊
豫
州
諸
軍
事
・
王
昶
が
江
陵
へ
、

揚
烈
将
軍
・
荊
州
刺
史
の
王
基
が
夷
陵
へ
、
新
城
太
守
の
州
泰
が
巫
・
秭
帰
・
房
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陵
へ
攻
撃
を
仕
掛
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
複
数
路
か
ら
の
侵
攻
作
戦
は
、

東
興
の
戦
い
や
蜀
征
伐
戦
に
似
て
お
り
、
敵
の
相
互
救
援
を
断
っ
た
り
、
一
方
面

軍
の
失
敗
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
な
ど
の
利
点
が
あ
る
。

す
る
と
、
こ
の
荊
州
諸
軍
事
の
分
割
は
、
鍾
会
の
都
督
関
中
諸
軍
事
の
任
命
と

同
じ
よ
う
に
呉
征
伐
の
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
曹
爽
・
司
馬
懿
政
権
時
に
任
命

さ
れ
た
毌
丘
倹
の
豫
州
諸
軍
事
も
ま
た
呉
征
伐
の
準
備
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

曹
爽
は
蜀
征
伐
を
補
給
で
失
敗
し
て
い
る
た
め
、
兵
糧
輸
送
が
比
較
的
容
易
な
呉

征
伐
を
計
画
し
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
れ
ば
、
州
都
督
の
分

割
は
、
一
辺
倒
に
地
方
軍
権
の
縮
小
を
目
的
と
考
え
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。
都

督
荊
州
諸
軍
事
の
王
基
、
鍾
毓
は
そ
れ
を
極
官
と
し
て
亡
く
な
っ
て
お
り
、
都
督

江
南
諸
軍
事
の
州
泰
も
同
様
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
任
期
が
短
い

の
は
意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
高
い
。

二
、
三
少
帝
期
に
お
け
る
四
征
将
軍
と
州
都
督

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
州
都
督
及
び
そ
の
任
命
を
受
け
る
将
軍
号
、
特
に
四

征
将
軍
の
品
官
が
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

（
一
九
）

議
論
が
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
重
ね
て
述
べ
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
職
官
に
関
す
る

志
と
『
魏
志
』
か
ら
推
測
さ
れ
る
運
用
状
況
に
齟
齬
が
見
ら
れ
る
部
分
に
つ
い
て

若
干
私
見
を
述
べ
た
い
。

『
宋
書
』
巻
三
十
九
・
百
官
志
上
・
征
東
将
軍
の
条
に
、

漁
豢
曰
わ
く
、
四
征
、
魏
武
帝
置
き
、
秩
二
千
石
。
黄
初
中
位
三
公
に
次
ぐ
。

漢
舊
、
諸
征
は
偏
、
裨
、
雜
號
と
同
じ
く
す
。

と
あ
る
が
、
四
征
将
軍
は
黄
初
年
間
に
お
い
て
三
公
に
次
ぐ

高
位
の
将
軍
号
と

す
る
の
は
早
計
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
『
通
典
』
巻
三
十
六
・
職
官
十
八
・
魏
官

置
九
品
第
二
品
に
、

諸
四
征
、
四
鎮
、
車
騎
、
驃
騎
將
軍
、
諸
大
將
軍
。

と
あ
る
も
の
を
、
単
語
順
そ
の
ま
ま
に
序
列
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
早
計
と
思
わ

れ
る
。
「
四
征
将
軍
」
か
ら
驃
騎
・
車
騎
・
衛
将
軍
へ
と
異
動
し
て
い
る
人
物
が

複
数
確
認
で
き
る
う
え
、
王
昶
や
石
苞
が
「
四
征
大
将
軍
」
か
ら
驃
騎
将
軍
へ
と

異
動
し
て
い
る
。
黄
初
中
に
も
曹
仁
が
征
南
将
軍
か
ら
車
騎
将
軍
へ
と
異
動
し
て

い
る
。
実
際
の
運
用
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
曹
魏
建
国
か
ら
滅
亡
ま
で
一
貫
し
て
大
、

驃
騎
、
車
騎
、
衛
、
四
征
、
四
鎮
、
四
安
、
四
平
、
雑
号
の
順
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
四
征
将
軍
が
四
征
大
と
な
っ
て
も
大
将
軍
扱
い
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
四

征
将
軍
扱
い
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
黄
初
中
、
つ
ま
り
文
帝
期
の
大
、
驃
騎
、
車
騎
将
軍
は
、
公
孫
恭

や
孫
権
、
州
都
督
で
あ
り
な
が
ら
遊
軍
的
な
曹
仁
、
州
都
督
の
任
命
を
受
け
て
い

な
い
曹
洪
な
ど
、
実
権
と
い
う
点
に
お
い
て
は
四
征
将
軍
の
下
と
理
解
し
て
も
よ

い
状
況
で
あ
っ
た
。
『
宋
書
』
巻
三
十
九
・
百
官
志
上
・
車
騎
将
軍
の
条
に
、

魚
豢
曰
わ
く
、
魏
世
、
車
騎
都
督
爲
ら
ば
、
儀
四
征
と
同
じ
く
す
。
若
し
都

督
爲
ら
ざ
れ
ば
、
持
節
と
雖
も
四
征
な
る
者
に
屬
し
、
前
後
左
右
、
雜
號
將

軍
と
同
じ
。
其
れ
或
い
は
散
還
し
て
文
官
の
例
に
從
は
ば
、
則
ち
位
は
三
司

に
次
ぐ
。
晉
・
宋
の
車
騎
、
衞
、
復
た
四
征
の
督
す
る
所
と
爲
さ
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
実
態
を
あ
ら
わ
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、

四
征
将
軍
の
形
骸
化
に
つ
い
て
も
、
品
官
の
下
落
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
な
く
、

運
用
の
実
態
か
ら
も
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

文
明
帝
期
は
、
［
『
四
征
・
四
鎮
将
軍
』
＋
都
督
諸
軍
事
］
を
基
本
と
し
て
、

曹
休
、
夏
侯
尚
が
州
刺
史
・
牧
を
兼
任
し
、
司
馬
懿
や
趙
儼
が
臨
時
的
な
州
都
督

と
し
て
督
な
い
し
監
諸
軍
事
に
任
命
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
曹
芳
が
即
位
す
る

と
、
州
都
督
の
設
置
が
増
加
し
、
こ
れ
ま
で
の
体
制
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し

た
の
が
［
仮
節
・
左
将
軍
・
監
豫
州
諸
軍
事
・
領
豫
州
刺
史
・
毌
丘
倹
］
の
任
命

で
あ
る
。
こ
の
任
命
は
、
「
四
征
・
四
鎮
将
軍
」
よ
り
下
の
官
位
、
一
族
以
外
で
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の
州
刺
史
と
の
兼
任
、
一
州
に
複
数
人
の
州
都
督
と
、
い
ず
れ
も
初
め
て
の
試
み

で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
州
都
督
の
運
用
を
決
定
づ
け
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

こ
れ
以
降
、
基
本
的
に
［
四
征
将
軍
＋
都
督
諸
軍
事
］
と
［
上
記
以
外
の
将
軍
＋

監
諸
軍
事
＋
州
刺
史
］
と
二
つ
の
系
統
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

四
征
将
軍
は
、
王
基
が
東
方
に
赴
く
際
に
は
行
鎮
東
将
軍
が
任
命
さ
れ
、
司
馬

昭
が
西
方
に
赴
く
際
に
は
行
征
西
将
軍
が
任
命
さ
れ
る
な
ど
、
曹
魏
末
ま
で
名
を

冠
し
た
四
方
に
派
遣
さ
れ
る
将
軍
号
と
し
て
徹
底
さ
れ
て
い
た
。
本
来
「
東
」
を

（
二
〇
）

冠
す
る
と
思
わ
れ
る
都
督
淮
北
諸
軍
事
・
司
馬
駿
が
平
南
将
軍
と
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
平
東
の
間
違
い
で
な
け
れ
ば
、
当
時
、
魯
芝
が
平
東
将
軍
で
あ
っ
た
た
め

に
平
南
し
か
任
命
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
前
将
軍
・
満
寵
は
そ
れ
ほ
ど

年
月
を
経
な
い
う
ち
に
征
東
将
軍
に
昇
進
し
、
征
虜
将
軍
・
王
沈
も
同
じ
よ
う
に

鎮
南
将
軍
に
昇
進
し
て
い
る
。

伏
波
将
軍
・
廬
欽
も
、
鎮
東
将
軍
・
石
苞
や
安
東
将
軍
・
陳
騫
が
い
て
「
四
鎮

・
四
安
将
軍
」
が
埋
ま
っ
て
い
る
。
且
つ
、
後
述
す
る
よ
う
に
平
東
が
魯
芝
な
い

し
司
馬
駿
を
嚆
矢
と
す
る
な
ら
、
当
時
空
い
て
い
る
四
征
将
軍
は
な
い
。
そ
の
た

め
、
州
都
督
の
始
祖
と
も
目
さ
れ
る
夏
侯
惇
に
な
ら
っ
て
伏
波
将
軍
に
任
命
さ
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
臨
時
的
に
任
命
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
［
四

征
将
軍
＋
都
督
諸
軍
事
］
か
ら
外
れ
る
の
は
、
後
将
軍
・
都
督
荊
州
諸
軍
事
・
鍾

毓
と
征
虜
将
軍
・
都
督
江
南
諸
軍
事
・
州
泰
の
み
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ

の
二
人
は
、
五
年
ほ
ど
し
か
設
置
期
間
が
確
認
で
き
な
い
江
南
諸
軍
事
設
置
期
間

中
の
荊
州
地
域
の
州
都
督
で
あ
り
、
こ
れ
が
か
か
る
任
命
に
つ
な
が
っ
て
い
る
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

「
四
安
将
軍
」
に
つ
い
て
は
、
安
西
将
軍
で
関
中
都
督
に
な
っ
て
い
る
夏
侯
楙

が
お
り
、
彼
を
除
く
と
「
四
安
将
軍
」
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
州
都
督
と
の
任
命

が
確
認
で
き
る
の
は
、
安
西
将
軍
・
司
馬
昭
で
あ
る
。
関
中
に
駐
屯
し
、
郭
淮
と

と
も
に
姜
維
を
退
け
た
と
あ
る
か
ら
、
夏
侯
楙
の
先
例
に
な
ら
っ
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
司
馬
昭
は
そ
の
後
、
安
東
将
軍
・
督
（
監
）
淮
北
諸
軍
事
へ
と
転
任
し

た
が
、
当
時
、
東
方
に
は
、
征
東
将
軍
・
胡
遵
、
鎮
東
将
軍
・
毌
丘
倹
が
い
て

（
二
一
）

「
四
征
・
四
鎮
将
軍
」
が
埋
ま
っ
て
い
る
。
「
四
平
将
軍
」
に
お
い
て
、
州
都
督

と
の
任
命
が
は
じ
め
て
確
認
で
き
る
の
は
、
平
東
将
軍
・
監
青
州
諸
軍
事
・
魯
芝

な
い
し
平
南
将
軍
・
都
督
淮
北
諸
軍
事
・
司
馬
駿
で
あ
る
。
魯
芝
の
場
合
、
監
諸

軍
事
に
は
じ
め
か
ら
「
四
征
・
四
鎮
将
軍
」
を
任
命
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
司
馬
駿
の
場
合
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
少
帝
期
に
な
っ
て
州
都
督
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、
「
四
征
・
四
鎮
将

軍
」
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
く
な
り
、
「
四
安
・
四
平
将
軍
」
が
州
都
督
の
任
命

を
受
け
る
将
軍
号
と
し
て
確
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
当
時
の
権

力
者
た
る
司
馬
氏
の
就
任
が
作
用
し
て
い
る
と
し
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
、
「
四
征
・
四
鎮
将
軍
」
が
統
監
指
揮
を
担
い
、
州
都
督
が
監
察
を
担
う
と

い
う
構
造
に
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
二
）

四
征
将
軍
と
州
都
督
の
記
載
を
比
べ
た
場
合
、
州
都
督
は
、
各
列
伝
者
の
官
職

歴
を
紹
介
す
る
場
面
に
限
ら
れ
る
が
、
四
征
将
軍
は
様
々
な
場
面
で
登
場
す
る
。

『
魏
志
』
帝
紀
に
お
い
て
、
州
都
督
の
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
、
巻
四
・
高
貴
郷

公
紀
・
甘
露
二
（
二
五
七
）
年
六
月
の
条
の
「
吳
使
持
節
都
督
夏
口
諸
軍
事
鎮
軍

將
軍
沙
羡
侯
孫
壹
」
、
同
上
・
陳
留
王
紀
・
咸
熙
元
（
二
六
四
）
年
九
月
の
条
の

「
以
（
呂
）
興
爲
督
交
阯
諸
軍
事
、
上
大
將
軍
、
定
安
縣
侯
」
及
び
「
其
以
興
爲

使
持
節
、
都
督
交
州
諸
軍
事
、
南
中
大
將
軍
、
封
定
安
縣
侯
」
の
み
で
あ
り
、
自

国
の
州
都
督
任
命
に
関
す
る
記
述
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
州
都
督
の
任
命
を
受

け
て
い
る
人
物
も
、
四
征
将
軍
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
官
位
の
み
が
記
載
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
官
の
記
載
を
省
く
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
的
人
物
の
名
誉
を
考
慮
す

る
と
考
え
に
く
い
。
州
都
督
の
官
位
は
低
く
、
そ
も
そ
も
品
位
を
持
た
な
い
単
な

る
職
掌
を
明
記
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
、
二
つ
ほ
ど
具
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体
例
を
引
い
て
よ
り
丁
寧
に
検
証
し
て
い
き
た
い
。

『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
毌
丘
倹
伝
注
引
『
倹
欽
等
表
』
に
、

賊
退
き
て
東
關
を
過
ぐ
、
坐
ち
自
ら
眾
を
起
こ
し
、
三
征
同
に
進
み
、
…
。

―
（
中
略
）
―
…
三
征
及
び
州
郡
國
典
農
に
移
し
、
各
部
ぶ
所
の
吏
民
を
安

慰
し
、
妄
動
を
得
ず
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
毌
丘
倹
、
文
欽
が
反
乱
す
る
際
の
上
奏
文
で
あ
る
。
「
三

征
」
と
い
う
文
言
が
二
箇
所
登
場
し
て
い
る
が
、

初
の
三
征
は
東
興
の
戦
い
に

参
加
し
た
三
人
の
四
征
将
軍
を
指
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
征
南
大
将
軍
・
都
督
荊

豫
諸
軍
事
・
王
昶
、
鎮
南
将
軍
・
都
督
豫
州
諸
軍
事
・
毌
丘
倹
、
鎮
東
将
軍
・
都

督
揚
州
諸
軍
事
・
諸
葛
誕
、
征
東
将
軍
・
胡
遵
の
い
ず
れ
か
だ
ろ
う
。
次
の
「
三

征
」
に
つ
い
て
は
、
所
属
す
る
吏
民
を
安
ん
じ
て
妄
動
し
な
い
よ
う
に
と
文
書
を

回
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全
国
も
し
く
は
淮
南
周
辺
の
四
征
将
軍
、
征
南
大
将

軍
・
都
督
荊
豫
諸
軍
事
・
王
昶
、
鎮
東
将
軍
・
都
督
揚
州
諸
軍
事
・
諸
葛
誕
、
征

東
将
軍
・
胡
遵
、
征
北
将
軍
・
都
督
河
北
諸
軍
事
・
何
曽
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
う

ち
の
い
ず
れ
か
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
文
書
の
送
り
先
が
、

三
征
及
び
州
郡
國
典
農
で
あ
っ
て
州
都
督
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
州
を

統
監
す
る
の
は
州
都
督
で
は
な
く
四
征
将
軍
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
諸
葛
誕
伝
注
引
『
世
語
』
に
、

長
史
賈
充
以
爲
ら
く
宜
し
く
參
佐
を
遣
わ
し
四
征
を
慰
勞
す
べ
し
と
。
是
て

充
を
し
て
壽
春
に
至
ら
し
む
。
充
還
り
文
王
（
＝
司
馬
昭
）
に
啟
す
、
誕
再

び
揚
州
に
在
り
て
、
威
名
有
り
、
民
望
歸
す
る
所
。
今
徵
せ
ば
、
必
ず
來
ず
、

禍
は
小
な
し
事
は
淺
し
、
徵
さ
ず
ば
、
事
は
遲
し
禍
は
大
な
り
。
」
乃
ち
以

て
司
空
と
爲
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
司
馬
昭
に
対
し
て
行
っ
た
賈
充
の
進
言
で
あ
る
。
「
四
征
」

と
は
文
字
通
り
四
征
将
軍
の
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
、
征
西
将
軍
・
都
督
雍
涼
諸
軍
事

・
司
馬
望
、
鎮
西
将
軍
・
都
督
隴
右
諸
軍
事
・
鄧
艾
、
鎮
南
将
軍
・
都
督
豫
州
諸

軍
事
・
王
基
、
征
東
大
将
軍
・
都
督
揚
州
諸
軍
事
・
諸
葛
誕
、
征
北
将
軍
・
都
督

河
北
諸
軍
事
・
何
曽
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
驃
騎
将
軍

・
都
督
荊
豫
諸
軍
事
の
王
昶
が
省
か
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
慰
労
が
諸
葛
誕
の
司
空

任
命
へ
と
繋
が
っ
て
も
い
る
わ
け
で
、
長
年
対
呉
戦
線
に
い
る
彼
を
外
す
と
い
う

こ
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
か
か
る
人
員
は
甘
露
二
（
二
五
七
）
年
に
基
づ
く

も
の
だ
が
、
前
年
を
基
に
す
れ
ば
、
衛
将
軍
・
胡
遵
が
存
命
で
、
彼
も
長
年
青
徐

州
に
赴
任
し
て
い
る
。
実
際
の
官
と
符
合
し
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
四
征
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
裴
松
之
注
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
州
都
督
の

記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
四
方
を
統
監
す
る
も
の
は
四
征
将
軍
で
あ
る
と
い
う
理
解

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
州
都
督
は
正
確
に
言
え
ば
、

都
督
諸
軍
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
監
諸
軍
事
に
つ
い
て
は
、
「
監
軍
」
と
い
う

表
記
で
官
職
歴
の
紹
介
場
面
以
外
で
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

（
二
三
）

に
つ
い
て
も
事
例
を
挙
げ
つ
つ
、
さ
ら
に
検
証
し
て
い
き
た
い
。

毌
丘
倹
・
文
欽
反
乱
時
、
『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
毌
丘
倹
伝
に
、

大
將
軍
（
＝
司
馬
師
）
汝
陽
に
屯
し
、
監
軍
王
基
を
し
て
前
鋒
諸
軍
を
督
せ

し
め
、
南
頓
に
據
り
以
て
之
を
待
つ
。

と
あ
り
、
ま
た
、
諸
葛
誕
反
乱
時
、
同
上
・
諸
葛
誕
伝
に
、

又
監
軍
石
苞
、
兗
州
刺
史
州
泰
等
を
し
て
鋭
卒
を
簡
び
て
遊
軍
と
爲
し
、
以

て
外
寇
に
備
わ
し
む
。

と
あ
り
、
蜀
征
伐
時
、
同
上
・
鄧
艾
伝
に
、

文
王
（
＝
司
馬
昭
）
監
軍
衞
瓘
を
し
て
艾
を
喻
さ
し
む
、
事
は
當
に
報
を
須

つ
べ
し
、
宜
し
く
輒
行
す
べ
か
ら
ず
。

と
あ
る
。
王
基
、
石
苞
、
衛
瓘
そ
れ
ぞ
れ
の
本
官
を
確
か
め
て
み
る
と
、
王
基
は

荊
州
刺
史
・
揚
烈
将
軍
、
石
苞
は
奮
武
将
軍
、
衛
瓘
は
廷
尉
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

監
督
を
職
掌
と
す
る
官
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
州
都
督
は
本
官
た
る
四
征
将
軍
と
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と
職
掌
を
同
じ
く
し
て
い
た
た
め
に
、
記
載
が
省
略
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

王
昶
は
司
空
に
昇
進
す
る
と
「
遷
司
空
、
持
節
、
都
督
如
故
（
『
魏
志
』
巻
二

十
七
・
王
昶
伝
）
」
と
記
載
さ
れ
、
鄧
艾
が
太
尉
、
鍾
会
が
司
徒
と
な
っ
た
と
き

も
「
艾
爲
太
尉
、
會
爲
司
徒
、
皆
持
節
、
都
督
諸
軍
如
故
（
『
魏
志
』
巻
二
十
八

・
鍾
会
伝
）
」
と
記
載
さ
れ
る
。
郭
淮
の
「
淮
爲
車
騎
將
軍
、
儀
同
三
司
、
持
節
、

都
督
如
故
（
『
魏
志
』
巻
二
十
六
・
郭
淮
伝
）
」
や
、
曹
休
の
「
遷
大
司
馬
、
都

督
揚
州
如
故
（
『
魏
志
』
巻
九
・
曹
休
伝
）
」
、
司
馬
懿
の
「
太
尉
爲
太
傅
、
持
節

統
兵
都
督
諸
軍
事
如
故
（
『
魏
志
』
巻
四
・
斉
王
紀
・
景
初
三
（
二
三
九
）
年
の

条
）
」
に
も
同
様
の
表
記
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
「
如
故
」
と
い
う
表
記
は
四
征
将
軍
よ
り
上
の
官
位
に
昇
進
し
た
際
に
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
か
か
る
文
言
を
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
四
征

将
軍
に
認
め
ら
れ
る
統
監
あ
る
い
は
州
都
督
の
任
命
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
、

他
官
に
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
、
司
空
や
司
徒
に
は
軍
権
が
な
い

は
ず
だ
か
ら
、
都
督
諸
軍
事
に
こ
そ
軍
権
が
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
の
方
面
司
令
官
は
都
督
諸
軍
事
で
あ
り
な
が
ら
、
毌
丘
倹
や
文
欽
、
賈
充
ら

が
、
四
征
将
軍
を
方
面
司
令
官
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
四
征

将
軍
の
形
骸
化
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
四
征
将
軍
は
、
名
を
冠
し
た
四
方
に
派

（
二
四
）

遣
さ
れ
る
将
軍
号
と
し
て
徹
底
さ
れ
て
い
た
し
、
州
都
督
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
、

黄
権
の
よ
う
に
実
権
の
と
も
な
わ
な
い
就
任
者
が
減
少
し
た
こ
と
も
確
か
な
こ
と

で
あ
る
。

四
征
将
軍
は
、
地
方
統
監
を
担
う
方
面
司
令
官
か
ら
州
都
督
の
官
位
を
あ
ら
わ

す
存
在
へ
と
変
化
し
、
都
督
諸
軍
事
は
、
監
察
官
か
ら
方
面
司
令
官
へ
と
変
化
し

た
。
官
位
の
四
征
将
軍
、
実
権
の
州
都
督
と
い
う
捉
え
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
州

都
督
が
官
職
歴
を
紹
介
す
る
場
面
以
外
で
記
載
さ
れ
ず
、
毌
丘
倹
や
文
欽
、
賈
充

ら
の
認
識
か
ら
す
る
と
、
州
都
督
は
依
然
と
し
て
官
位
を
持
た
な
い
、
形
式
的
に

は
州
を
統
監
す
る
の
は
あ
く
ま
で
四
征
将
軍
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
三
公
で

あ
っ
て
も
そ
れ
は
四
征
将
軍
の
昇
進
し
た
形
態
で
あ
っ
て
、
鄧
艾
、
鍾
会
を
例
に

敢
え
て
言
う
な
れ
ば
、
征
西
太
尉
、
鎮
西
司
徒
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
都
督
諸
軍
事
が
方
面
司
令
官
と
な
っ
た
こ
と
で
新
た
な
監
察
職
が
必

要
と
な
り
、
監
諸
軍
事
が
そ
の
任
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
早
く
は
趙

儼
が
、
督
荊
豫
二
州
諸
軍
の
司
馬
懿
と
と
も
に
監
荊
州
諸
軍
事
、
監
豫
州
諸
軍
事

任
命
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
司
馬
懿
に
対
し
て
の
監
察
で
あ
ろ
う
し
、
監
雍
涼
諸

（
二
五
）

軍
事
は
持
節
領
護
官
の
徐
邈
に
対
し
て
の
監
察
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
監
諸

軍
事
の
事
例
を
見
れ
ば
、
み
な
独
立
し
た
軍
事
行
動
と
い
う
よ
り
は
、
総
司
令
官

た
る
司
馬
師
、
司
馬
昭
ら
の
指
示
を
直
接
受
け
て
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

『
晋
書
』
巻
三
十
三
・
石
苞
伝
に
、

文
帝
（
＝
司
馬
昭
）
の
東
関
に
於
い
て
敗
る
る
や
、
苞
は
獨
り
軍
を
全
う
し

て
退
く
。
帝
は
持
す
る
所
の
節
を
指
し
苞
に
謂
ひ
て
曰
わ
く
、
此
を
以
て
卿

に
授
け
、
以
て
大
事
を
究
め
ざ
る
を
恨
む
。
乃
ち
苞
を
遷
し
て
奮
武
将
軍
・

仮
節
・
監
青
州
諸
軍
事
と
爲
す
。
諸
葛
誕
淮
南
に
挙
兵
す
る
に
及
び
、
苞
は

青
州
諸
軍
を
統
べ
、
兗
州
刺
史
州
泰
、
徐
州
刺
史
胡
質
を
督
し
て
、
鋭
卒
を

簡
び
て
遊
軍
と
爲
り
、
以
て
外
寇
に
備
ふ
。

と
あ
る
。
司
馬
昭
（
師
？
）
は
石
苞
に
節
を
授
け
て
軍
を
監
督
さ
せ
る
べ
き
で
あ

っ
た
と
悔
や
み
、
彼
を
監
諸
軍
事
に
任
命
し
て
い
る
。
節
を
持
ち
出
す
と
こ
ろ
は
、

呉
質
の
よ
う
な
監
察
者
た
る
州
都
督
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
文
中
に
引

（
二
六
）

用
し
た
『
魏
志
』
諸
葛
誕
伝
と
は
や
や
異
な
り
、
石
苞
は
青
州
諸
軍
を
統
べ
る
一

方
、
兗
州
と
徐
州
の
刺
史
を
督
し
、
監
諸
軍
事
が
総
司
令
官
の
代
行
者
的
存
在
で

あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

『
魏
志
』
巻
四
・
斉
王
紀
・
嘉
平
四
（
二
五
二
）
年
十
二
月
の
条
注
引
『
漢
晋

春
秋
』
に
、

時
に
司
馬
文
王
（
＝
司
馬
昭
）
監
軍
と
爲
り
、
諸
軍
を
統
べ
る
、
唯
だ
文
王

の
爵
を
削
る
の
み
。
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と
あ
る
。
し
か
し
、
『
晋
書
』
巻
二
・
文
帝
紀
に
は
、

尋
い
で
都
督
に
進
號
す
、
征
東
將
軍
胡
遵
、
鎮
東
將
軍
諸
葛
誕
を
統
べ
吳
を

伐
ち
、
東
關
に
于
い
て
戰
ふ
。
二
軍
敗
績
し
、
坐
て
侯
を
失
ふ
。

と
あ
り
、
司
馬
昭
の
官
職
が
一
致
し
て
い
な
い
。
記
載
の
詳
細
か
ら
す
る
と
『
晋

書
』
の
ほ
う
が
適
切
と
思
え
る
が
、
『
漢
晋
春
秋
』
が
監
軍
と
し
た
こ
と
も
ま
た

理
解
し
得
る
。
こ
の
時
の
状
況
は
、
東
興
の
戦
い
に
お
い
て
、
司
馬
昭
が
四
征
将

軍
、
州
都
督
の
諸
軍
を
統
率
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
総
司
令

官
の
代
行
者
的
存
在
で
あ
り
、
統
監
を
担
う
、
元
来
の
州
都
督
を
彷
彿
さ
せ
る
。

し
か
れ
ば
、
既
に
方
面
司
令
官
と
化
し
た
都
督
諸
軍
事
よ
り
、
監
諸
軍
事
の
ほ
う

が
適
合
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
習
鑿
歯
も
官
職
と
い
う
よ
り
役
割
と
し
て
「
監

軍
」
と
表
記
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

監
諸
軍
事
の
任
命
を
受
け
る
将
軍
号
は
、
前
後
左
右
将
軍
が
比
較
的
多
い
。
前

後
左
右
将
軍
と
い
え
ば
、
楽
進
や
于
禁
と
い
っ
た
曹
魏
建
国
の
名
将
が
任
命
さ
れ

て
い
た
将
軍
号
で
あ
る
。
彼
ら
は
都
督
と
な
ら
ず
に
、
事
あ
る
ご
と
に
代
わ
る
代

わ
る
起
用
さ
れ
征
討
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
三
国
鼎
立
以
降
、
そ
う
し
た
性
格
の

任
命
は
薄
れ
て
い
っ
た
も
の
の
、
再
び
か
か
る
性
格
を
帯
び
て
任
命
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
中
央
か
ら
の
指
示
を
直
接
受
け
、
総
司
令

官
の
代
行
者
と
な
る
監
諸
軍
事
の
将
軍
号
と
し
て
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

州
都
督
に
都
督
、
監
、
督
の
三
種
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
晋
書
』
職
官
志
や

『
宋
書
』
百
官
志
な
ど
の
史
料
に
よ
り
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
督
諸
軍
事
は
、
重

（
二
七
）

要
性
が
低
い
州
都
督
で
あ
っ
た
呉
質
や
許
允
、
臨
時
的
な
任
命
で
あ
っ
た
司
馬
懿

や
李
胤
な
ど
、
都
督
諸
軍
事
の
下
位
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
監
諸
軍
事
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
単
純
に
都
督
諸
軍
事
の
下

位
と
は
認
め
に
く
い
。
西
晋
の
三
国
統
一
ま
で
、
明
確
な
本
官
が
確
認
で
き
な
い

監
諸
軍
事
も
趙
儼
、
王
基
、
衛
瓘
、
賈
充
、
宋
鈞
、
胡
奮
、
司
馬
輔
と
多
く
確
認

で
き
る
。
し
か
れ
ば
、
監
諸
軍
事
は
や
は
り
監
察
を
職
掌
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

監
諸
軍
事
の
任
命
さ
れ
る
州
は
、
豫
州
、
青
州
が
取
り
分
け
多
く
、
西
晋
の
三

国
統
一
ま
で
、
豫
州
は
王
沈
以
降
、
司
馬
亮
、
胡
威
、
王
渾
と
全
て
監
諸
軍
事
で

あ
り
、
青
州
も
石
苞
、
宋
欽
、
魯
芝
、
そ
の
後
の
衞
瓘
を
除
い
て
、
胡
威
と
監
諸

軍
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
州
は
呉
蜀
と
境
界
を
接
し
な
い
州
で
あ
り
、
対
外
戦
争

の
少
な
い
国
富
増
産
の
地
で
あ
る
。
青
州
諸
軍
事
は
石
苞
の
後
、
徐
州
と
兼
任
さ

れ
ず
単
独
の
任
命
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
青
州
が
孫
呉
か
ら
の
侵
攻
も
少
な

く
な
り
淮
南
三
反
も
平
定
し
、
動
乱
の
地
か
ら
国
富
増
産
の
地
へ
と
な
っ
た
こ
と

で
、
孫
呉
と
接
す
る
徐
州
と
分
離
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
の
考
え
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

河
北
も
華
廙
と
衞
瓘
の
後
任
た
る
胡
奮
、
司
馬
輔
、
劉
弘
は
監
諸
軍
事
と
な
っ
て

お
り
、
衞
瓘
の
離
間
策
な
ど
に
よ
り
北
方
異
民
族
が
衰
退
し
た
こ
と
が
一
因
と
推

測
さ
れ
る
。

ま
た
、
淮
北
を
含
め
た
豫
州
は
州
都
督
間
の
人
事
異
動
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
州

で
あ
る
。
陳
騫
が
淮
北
か
ら
荊
州
へ
、
王
沈
が
豫
州
か
ら
荊
州
へ
と
異
動
し
て
い

る
。
西
晋
建
国
直
後
に
な
る
が
、
盧
欽
が
淮
北
か
ら
荊
州
へ
、
司
馬
亮
が
豫
州
か

ら
関
中
雍
涼
へ
と
異
動
し
て
い
る
。
石
苞
も
青
州
か
ら
揚
州
へ
と
異
動
し
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
州
は
、
後
背
地
と
し
て
州
都
督
の
訓
練
場
の
よ
う
な
機
能
も
果
た

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
州
都
督
未
経
験
者
や
武
功
が
な
い
人
物
が
起
用
さ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
後
に
呉
蜀
の
前
線
に
送
ら
れ
て
い
る
。
司
馬
氏
の
次
世
代

を
担
う
べ
き
司
馬
駿
も
淮
北
で
、
司
馬
亮
も
豫
州
で
初
め
て
州
都
督
を
経
験
し
て

い
る
。
司
馬
昭
自
身
も
淮
北
の
州
都
督
任
官
者
で
あ
る
。
司
馬
伷
が
任
命
さ
れ
た

右
将
軍
・
監
兗
州
諸
軍
事
・
兗
州
刺
史
も
同
様
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

監
諸
軍
事
は
州
刺
史
を
兼
任
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
動
乱
の
地
か
ら
国

富
増
産
の
地
へ
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
民
政
も
司
る
州
刺
史
の
ほ
う
が
適
任
と

な
っ
て
き
た
た
め
だ
ろ
う
。
か
か
る
任
命
は
監
察
と
い
う
よ
り
統
監
と
い
う
面
が
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強
い
。
形
式
に
見
て
都
督
諸
軍
事
の
任
命
は
［
四
征
将
軍
（
軍
指
揮
州
統
監
）
＋

都
督
諸
軍
事
（
監
察
）
］
で
あ
り
、
監
諸
軍
事
の
任
命
は[

四
征
将
軍
以
外
の
将

軍
号
（
軍
指
揮
）
＋
監
諸
軍
事
（
監
察
）
＋
州
刺
史
（
州
統
監
）]

で
あ
る
。
と

も
に
軍
指
揮
＋
州
統
監
＋
監
察
と
い
う
構
造
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
が
監

諸
軍
事
が
都
督
諸
軍
事
の
下
位
互
換
と
な
っ
て
い
る
所
以
だ
ろ
う
。

三
、
三
少
帝
期
に
お
け
る
州
都
督
と
持
節
領
護
官

前
稿
に
て
、
明
帝
期
に
州
都
督
の
運
用
が
縮
小
す
る
一
方
、
持
節
領
護
官
の
権

限
が
拡
大
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
州
都
督
の
運
用
が
拡
大
す
る
三
少
帝

期
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
ず
、
持
節
領
護
官
の
運
用
状
況
を
確
認
し

（
二
八
）

て
い
こ
う
。

幼
い
皇
帝
を
擁
し
て
政
権
運
用
に
注
力
し
た
い
曹
爽
、
司
馬
懿
に
と
っ
て
、
地

方
に
面
倒
事
を
抱
え
る
の
は
避
け
た
い
は
ず
で
あ
る
。
異
民
族
対
策
に
お
い
て
功

績
が
顕
著
な
田
豫
を
護
匈
奴
中
郎
将
と
し
て
再
び
持
節
領
護
官
に
起
用
し
て
い
る
。

以
降
、
護
匈
奴
中
郎
将
に
は
名
の
あ
る
人
物
が
就
任
し
て
お
り
、
常
設
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
任
命
経
緯
は
放
逐
と
い
っ
て
差
し
支
え
の
な
い

（
二
九
）

も
の
で
あ
る
。
孫
礼
は
曹
爽
に
嫌
わ
れ
、
司
馬
懿
か
ら
「
忍
不
可
忍
」
と
声
を
掛

け
ら
れ
た
。
石
鑒
も
朝
廷
か
ら
嫌
わ
れ
て
就
い
た
も
の
で
あ
る
。
魯
芝
は
正
史
の

政
変
で
失
脚
し
た
後
、
司
馬
懿
に
許
さ
れ
て
就
い
た
官
職
で
あ
る
が
、
も
と
は
処

分
対
象
で
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
孫
礼
は
匈
奴
王
劉
靖
一
派
が
盛
強
で
、
鮮
卑
が

し
ば
し
ば
辺
境
を
寇
す
る
た
め
に
就
任
し
た
と
い
う
が
、
田
豫
、
陳
泰
、
魯
芝
に

つ
い
て
は
鎮
撫
慰
撫
の
功
績
が
簡
単
に
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
石
鑒
に
つ
い
て

は
任
官
の
記
載
の
み
で
あ
る
。

た
だ
し
、
『
晋
書
』
巻
五
十
六
・
江
統
伝
に
お
け
る
『
徒
戎
論
』
に
よ
れ
ば
、

咸
熙
年
間
（
二
六
四
年
～
二
六
五
年
）
に
匈
奴
の
一
勢
力
が
大
き
す
ぎ
る
の
で
三

つ
に
分
け
た
と
い
う
。
こ
の
咸
熙
年
間
に
は
護
匈
奴
中
郎
将
の
石
鑒
が
確
認
で
き

（
三
〇
）

る
。
し
た
が
っ
て
、
現
地
の
監
督
を
し
て
い
た
の
は
彼
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

放
逐
の
持
節
領
護
官
で
あ
っ
て
も
、
閑
職
と
ま
で
は
至
っ
て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
守
備
の
撤
廃
や
無
能
の
人
材
を
派
遣
す
る
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
、
朝
廷
が

嫌
う
人
物
の
放
逐
先
と
し
て
都
合
の
良
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
烏
丸
、

鮮
卑
へ
の
対
応
も
同
様
で
、
朝
廷
か
ら
放
逐
し
た
杜
恕
を
当
て
た
も
の
の
、
そ
れ

以
降
の
就
任
者
が
確
認
で
き
ず
、
警
戒
感
の
薄
れ
が
見
て
取
れ
る
。

（
三
一
）

護
烏
丸
校
尉
に
つ
い
て
は
、
田
豫
が
分
離
離
反
の
策
謀
を
巡
ら
せ
、
異
民
族
の

力
を
削
ぐ
こ
と
に
注
力
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
王
雄
が
暗
殺
と
い
う
手
を
使
い
軻

比
能
を
排
除
し
、
毌
丘
倹
が
烏
丸
単
于
寇
婁
敦
や
遼
西
烏
丸
都
督
率
衆
王
護
留
を

降
伏
さ
せ
た
。
杜
恕
は
、
征
北
将
軍
程
喜
に
糾
弾
さ
れ
失
職
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
。
異
民
族
に
対
し
て
積
極
的
に
攻
勢
に
出
て
い
る
の
は
文
帝
期
の

護
烏
丸
校
尉
・
田
豫
く
ら
い
で
あ
る
。
護
鮮
卑
校
尉
は
牽
招
し
か
確
認
で
き
な
い

か
ら
、
そ
の
職
務
は
護
烏
丸
校
尉
に
受
け
継
が
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

毌
丘
倹
の
遼
東
、
高
句
麗
征
伐
に
つ
い
て
は
、
公
孫
淵
討
伐
に
よ
っ
て
新
た
に
東

夷
と
国
境
を
接
し
た
の
こ
と
が
発
端
で
あ
り
、
旧
来
よ
り
衝
突
し
続
け
て
い
た
北

方
や
西
方
の
異
民
族
対
応
と
同
じ
く
論
じ
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
三

少
帝
期
に
お
い
て
異
民
族
を
討
伐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
功
績
を
残
し
て
い
る
は
李

憙
く
ら
い
で
あ
る
。

そ
の
李
憙
を
含
め
た
護
羌
校
尉
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
蘇
則
は
麹
演
、
張
進
、

黄
華
ら
の
反
乱
を
平
定
し
、
徐
邈
は
そ
の
統
治
の
様
子
が
詳
述
さ
れ
、
西
域
と
交

通
が
な
さ
れ
、
異
民
族
が
入
貢
し
た
の
は
、
み
な
彼
の
勲
功
で
あ
る
と
称
え
ら
れ

た
と
い
う
。
王
琰
に
つ
い
て
は
、
列
伝
も
な
く
護
羌
校
尉
と
し
て
名
前
が
見
え
る

だ
け
で
あ
る
。
李
憙
は
華
夷
を
安
定
さ
せ
、
甚
だ
聞
こ
え
た
功
績
が
有
り
、
羌
族

が
塞
を
侵
犯
し
た
と
き
に
は
、
独
断
で
軍
を
深
く
侵
攻
さ
せ
、
大
い
に
打
勝
ち
獲

得
し
、
馮
奉
世
、
甘
延
寿
と
比
べ
ら
れ
た
と
い
う
。
鄧
艾
に
は
直
接
異
民
族
に
対
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し
て
の
功
績
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
姜
維
は
羌
族
と
の
連
携
を
模
索
し
て
い
た

か
ら
、
そ
れ
が
関
係
す
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
異
民
族
へ
の
対
応
は
持
節
領
護
官
の
み
な
ら
ず
州
刺
史
も
受
け
持
っ

て
い
た
。
三
少
帝
期
に
お
い
て
は
、
雍
州
刺
史
郭
淮
の
活
躍
が
知
れ
る
。
し
か
し
、

郭
淮
は
州
都
督
へ
と
異
動
に
な
る
と
、
異
民
族
関
連
の
記
述
が
消
失
し
て
し
ま
う
。

他
の
雍
涼
諸
軍
事
た
る
趙
儼
、
夏
侯
玄
、
陳
泰
、
司
馬
望
も
異
民
族
に
対
し
て
は

功
績
を
残
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
民
族
対
策
は
、
趙
儼
と

夏
侯
玄
が
雍
涼
諸
軍
事
で
あ
っ
た
と
き
は
、
雍
州
刺
史
で
あ
る
郭
淮
が
、
郭
淮
、

陳
泰
、
司
馬
望
が
雍
涼
諸
軍
事
で
あ
っ
た
と
き
は
、
涼
州
刺
史
・
領
護
羌
校
尉
で

あ
る
李
憙
が
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
鄧
艾
の
み
は
持
節
領
護
官
や
州
刺
史
で
は
な
い
の
に
異
民
族
対
策

に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
傅
玄
か
ら
は
鮮
卑
に
対
し
て
行
っ
た
徙
民
政
策
を
批
判

さ
れ
て
お
り
、
名
誉
回
復
を
願
っ
た
段
灼
に
よ
れ
ば
、
羌
族
が
蜀
討
伐
に
お
け
る

功
第
一
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
唐
彬
は
鄧
艾
に
つ
い
て
、
驕
慢
な
振
る
舞
い

と
専
断
か
ら
人
心
を
失
い
、
事
業
の
た
め
に
し
ば
し
ば
民
衆
を
使
役
し
て
、
隴
右

は
甚
だ
患
苦
し
つ
づ
け
た
と
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
民
衆
に
異
民
族
も
含

ま
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
み
な
鄧
艾
の
死
後
で
あ
っ
て
、
田

（
三
二
）

豫
や
杜
恕
の
よ
う
に
生
前
に
問
題
視
さ
れ
更
迭
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
と
は
な
っ
て

い
な
い
。
そ
れ
だ
け
四
征
将
軍
＋
都
督
諸
軍
事
の
権
威
は
重
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

は
た
ま
た
、
姜
維
の
北
伐
や
羌
族
の
対
応
は
彼
以
外
に
こ
な
せ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

『
魏
志
』
巻
二
十
六
・
牽
招
伝
に
、

太
和
二
（
二
二
八
）
年
、
護
烏
丸
校
尉
田
豫
塞
よ
り
出
で
て
、
軻
比
能
の
爲

に
故
馬
邑
城
に
於
い
て
圍
ま
れ
る
所
、
招
に
移
し
救
を
求
む
。
招
即
ち
兵
馬

を
整
勒
し
、
豫
を
赴
救
せ
ん
と
欲
す
。
并
州
常
憲
を
以
て
招
を
禁
ず
、
招
以

爲
ら
く
節
將
圍
ま
れ
る
、
吏
議
に
於
い
て
拘
は
ら
べ
か
ら
ず
、
自
ら
表
し
輒

行
す
。

と
あ
る
。
当
時
、
牽
招
は
雁
門
太
守
な
い
し
右
中
郎
将
・
雁
門
太
守
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
故
馬
邑
城
へ
の
救
援
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
馬
邑
は
雁
門

郡
に
属
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
故
馬
邑
城
は
雁
門

郡
の
領
域
と
い
え
ど
も
、
塞
よ
り
外
は
異
民
族
の
領
域
で
あ
っ
て
、
郡
太
守
の
権

限
で
は
進
入
不
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
郡
太
守
に
は
専
断
に
よ
る
戦

闘
行
為
は
許
可
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
両
方
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
田
豫
は
塞
や
長
城
を
越
え
て
異
民
族
領
内
へ
進
入
し
て
い
る
。
李
憙
も

塞
を
侵
犯
し
た
羌
族
に
対
し
て
反
撃
に
出
て
深
く
侵
入
し
て
大
勝
し
た
と
い
う
か

ら
、
こ
れ
も
境
界
た
る
塞
を
越
え
て
の
軍
事
行
動
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
れ
は
李
憙
の
独
断
で
あ
っ
て
、
功
績
に
よ
っ
て
譴
を
免
れ
た
と
あ
る
。
蘇
則
も

詔
が
有
る
な
か
命
令
に
違
反
し
て
専
断
し
た
と
い
う
。
持
節
領
護
官
と
は
い
え
、

独
断
専
行
の
軍
事
行
動
は
許
可
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
る
と
、
塞

や
長
城
を
越
え
て
の
軍
事
行
動
も
通
常
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
軍

事
行
動
に
対
し
て
か
な
り
制
限
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

護
烏
丸
校
尉
の
田
豫
は
王
雄
一
派
の
画
策
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
部
下
を
処
分

し
な
い
こ
と
を
評
価
さ
れ
る
曹
叡
に
よ
っ
て
更
迭
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
穏
和
的

な
政
策
と
相
容
れ
な
い
、
こ
う
し
た
田
豫
の
姿
勢
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
赴
任
す
る
場
所
は
都
か
ら
離
れ
た
辺
境
の
地
で
あ
っ
て
、
危
急
の
際
は

都
か
ら
の
指
示
を
待
っ
て
い
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
場
合
も
多
々
あ
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
し
か
れ
ば
、
独
断
専
行
も
や
む
を
得
ず
、
軍
事
行
動
を
起
こ
す
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
『
魏
志
』
巻
十
六
・
杜
畿
伝
付
杜
恕
伝
に
、

官
に
至
り
未
だ
期
せ
ず
、
鮮
卑
大
人
の
兒
有
り
て
、
關
塞
を
由
ら
ず
、
徑
ち

に
數
十
騎
を
將
い
て
州
に
詣
る
。
州
は
從
い
來
る
所
の
小
子
一
人
を
斬
り
、

表
を
言
上
す
る
無
し
。
（
程
）
喜
是
に
於
い
て
恕
を
劾
奏
す
、
廷
尉
に
下
り
、



- 150 -

曹魏（三少帝期）における州都督について

當
に
死
す
べ
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
持
節
領
護
官
そ
れ
単
独
で
み
れ
ば
、
境
界
た
る
塞
を
窓
口
と
し

た
異
民
族
の
管
理
程
度
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
文
帝
期
で
は
北
方
、
西

方
と
も
に
州
都
督
が
機
能
し
て
お
ら
ず
、
梁
習
や
張
既
な
ど
が
州
刺
史
と
し
て
異

民
族
を
相
手
に
功
績
を
残
し
て
い
た
。
明
帝
期
で
は
威
光
に
よ
り
異
民
族
を
手
な

ず
け
境
界
を
設
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
［
州
刺
史
＋
節
＋
領
護
官
＋
将

軍
］
と
い
う
複
合
的
な
強
力
な
方
鎮
機
関
を
誕
生
さ
せ
た
。
三
少
帝
期
に
お
い
て

も
そ
れ
は
継
続
さ
れ
、
李
憙
を
除
い
て
、
そ
う
し
た
持
節
領
護
官
が
存
在
し
て
い

る
間
は
常
設
の
州
都
督
が
確
認
で
き
な
い
。

毌
丘
倹
、
杜
恕
、
田
豫
、
陳
泰
、
孫
礼
、
魯
芝
の
就
任
期
間
の
ほ
と
ん
ど
は
、

河
北
諸
軍
事
が
任
命
さ
れ
て
お
ら
ず
、
杜
恕
、
魯
芝
の
後
任
が
確
認
で
き
な
く
な

る
の
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
河
北
諸
軍
事
が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

う
し
て
か
ら
任
命
さ
れ
た
石
鑒
は
将
軍
号
を
持
っ
て
い
な
い
。
州
都
督
が
方
面
司

令
官
と
な
っ
た
三
少
帝
期
に
お
い
て
は
、
地
方
の
鎮
守
を
持
節
領
護
官
か
ら
州
都

督
へ
と
移
行
さ
せ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
石
鑒
、
李
憙
、
鄧
艾
と
仮
節
で
あ
り
、
一

段
階
権
限
が
下
が
っ
て
い
る
。
李
憙
が
例
外
的
で
あ
る
の
は
、
羌
維
の
北
伐
が
あ

り
、
異
民
族
へ
の
対
応
と
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

戦
功
に
つ
い
て
は
結
果
で
あ
っ
て
、
目
的
と
し
て
は
郭
淮
の
監
視
と
い
う
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。
文
欽
の
言
動
か
ら
す
れ
ば
、
郭
淮
も
毌
丘
倹
や
文
欽
の
同
志
で

あ
る
。

持
節
領
護
官
が
活
躍
し
て
い
た
時
期
の
州
都
督
で
あ
る
呉
質
、
あ
る
い
は
呂
昭
、

程
喜
の
い
ず
れ
に
も
異
民
族
対
応
の
功
績
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
劉
靖
に
つ
い
て

は
、
民
夷
を
別
に
す
べ
き
と
し
て
、
辺
守
を
開
拓
、
険
要
に
屯
拠
し
た
こ
と
は
知

れ
る
が
、
異
民
族
討
伐
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
功
績
は
伝
わ
ら
な
い
。
寧
ろ
民
夷

を
別
に
す
べ
き
と
い
う
方
針
か
ら
は
、
異
民
族
と
の
境
界
を
明
確
に
し
よ
う
と
す

る
意
図
が
窺
え
る
。
杜
恕
が
程
喜
に
糾
弾
さ
れ
た
原
因
は
異
民
族
へ
の
対
応
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
四
征
将
軍
や
州
都
督
で
は
な
く
、
持
節
領
護
官
に
そ
の
責
任
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

持
節
領
護
官
が
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
か
ら
の
州
都
督
も
、
陳
本
や
何
曽
の
事

跡
は
伝
わ
ら
ず
、
許
允
は
任
命
を
受
け
る
際
に
司
馬
昭
か
ら
「
小
事
」
と
言
わ
れ

（
三
三
）

て
い
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
咸
熙
年
間
に
匈
奴
を
三
分

（
三
四
）

割
し
た
際
に
は
、
石
鑒
が
持
節
領
護
官
を
拝
命
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
地
方
の
鎮
守
が
持
節
領
護
官
か
ら
州
都
督
へ
と
移
行
し
た
後
も
、

州
都
督
の
職
責
は
あ
く
ま
で
州
軍
の
監
督
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
異
民
族
に
対
し

て
は
そ
の
職
責
を
負
わ
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

鄧
艾
は
、
匈
奴
の
単
于
を
入
朝
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
羌
族
は
統
率
者
を
失
い

離
合
し
、
こ
れ
に
よ
り
万
里
の
彼
方
ま
で
規
範
に
従
順
し
た
が
、
単
于
へ
の
尊
崇

は
日
に
日
に
低
下
し
て
お
り
、
外
地
に
い
る
者
の
権
威
が
重
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、

充
分
に
防
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
一
方
、
国
内
の
羌
族
に
対
し
て

は
、
外
へ
出
し
、
教
育
に
よ
っ
て
邪
悪
さ
を
塞
ぐ
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

（
三
五
）

し
実
際
の
対
応
は
、
中
国
国
内
へ
徙
民
し
使
役
す
る
と
い
う
、
か
つ
て
の
意
見
と

は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
姜
維
が
各
種
の
羌
族
を
味
方
に
で
き
れ
ば
隴
よ

り
西
は
魏
か
ら
切
断
し
て
支
配
で
き
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
雍
涼
州
で
は
か

（
三
六
）

な
り
の
数
の
異
民
族
が
各
地
に
点
在
し
て
お
り
、
不
安
定
な
状
勢
で
あ
っ
た
。
段

谷
の
戦
い
を
境
に
安
定
に
向
か
っ
た
と
は
い
え
、
姜
維
の
北
伐
に
よ
り
、
異
民
族

を
支
配
下
に
置
い
て
開
拓
の
労
力
や
戦
の
戦
力
と
し
な
け
れ
ば
、
有
利
な
体
制
を

維
持
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
鄧
艾
は
以
前
に
南
安
太

守
と
し
て
都
督
雍
涼
諸
軍
事
・
郭
淮
の
下
で
働
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
机
上
の
空

論
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
鄧
艾
が
南
安
太
守
で
あ
っ
た
頃
は
、
費
禕

が
健
在
で
あ
り
、
そ
の
後
の
度
重
な
る
姜
維
の
北
伐
を
予
測
で
き
ず
、
諸
葛
亮
亡

き
今
こ
そ
異
民
族
と
の
区
別
を
図
る
べ
き
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

異
民
族
が
曹
魏
の
戸
籍
に
入
れ
ば
、
直
接
曹
魏
の
支
配
化
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
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鄧
艾
は
徙
民
政
策
を
進
め
、
異
民
族
を
曹
魏
の
支
配
化
に
入
れ
た
か
ら
こ
そ
、
そ

の
使
役
は
州
都
督
の
権
限
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
殊
に
羌
族
の
住
む
場

所
は
、
長
城
と
い
う
極
め
て
明
確
な
境
界
の
外
で
は
な
く
、
中
国
の
領
域
内
に
点

在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
持
節
領
護
官
で
は
な
く
州
都
督
の
権
限
の
及
ぶ
範
囲
と

捉
え
ら
れ
る
要
素
が
あ
る
。
鄧
艾
の
領
東
羌
校
尉
に
つ
い
て
は
、
同
時
期
に
李
憙

が
護
羌
校
尉
と
し
て
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
東
羌
校
尉
は
こ
の
鄧
艾
を

嚆
矢
と
し
、
西
晋
に
お
い
て
多
く
任
命
さ
れ
て
い
る
一
方
、
西
羌
校
尉
は
ほ
と
ん

ど
確
認
で
き
な
い
。
羌
族
が
隴
西
方
面
へ
と
進
出
し
、
中
国
領
内
に
点
在
し
て
い

た
こ
と
を
裏
付
け
る
。

お
わ
り
に

州
都
督
に
つ
い
て
は
、
小
尾
氏
が
、
「
州
都
督
は
本
来
、
民
政
長
官
で
あ
る
州

刺
史
（
州
牧
）
や
郡
太
守
、
一
軍
を
率
い
る
武
将
（
将
軍
）
に
対
し
て
領
職
と
し

て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
、
官
品
に
列
せ
ら
れ
る
本
官
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
」
と
述
べ
、
越
智
氏
が
、
「
本
来
『
四
征
』
将
軍
は
官
号
で
あ
り
、
州
都
督

（
三
七
）

は
職
名
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
、
州
都
督
に
品
官
は
な
か
っ
た

（
三
八
）

と
推
測
さ
れ
る
が
、
魏
一
代
を
通
じ
て
も
品
官
を
持
ち
得
た
か
疑
問
で
あ
る
。
州

都
督
の
記
載
は
官
職
歴
紹
介
以
外
の
場
面
で
は
登
場
せ
ず
、
四
征
将
軍
こ
そ
が
州

を
統
監
す
る
官
で
あ
る
と
の
理
解
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
都
督
諸
軍
事

の
任
命
は
［
四
征
将
軍
（
軍
指
揮
州
統
監
）
＋
都
督
諸
軍
事
（
監
察
）
］
で
あ
り
、

監
諸
軍
事
の
任
命
は[

四
征
将
軍
以
外
の
将
軍
号
（
軍
指
揮
）
＋
監
諸
軍
事
（
監

察
）
＋
州
刺
史
（
州
統
監
）]

と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
州
都
督
は
あ

く
ま
で
監
察
官
で
あ
る
。

持
節
領
護
官
も
ま
た
州
都
督
と
と
も
に
論
じ
ら
れ
る
。
石
井
氏
は
、
南
中
、
幽

（
三
九
）

州
、
交
阯
な
ど
の
地
域
を
し
て
、
「
外
か
ら
見
れ
ば
、
そ
こ
は
中
国
の
玄
関
口
、

人
と
モ
ノ
が
交
差
す
る
交
通
の
要
所
で
あ
る
。
三
国
時
代
、
こ
の
よ
う
な
場
所
に

強
力
な
権
限
を
も
つ
政
府
の
出
先
機
関
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る

の
か
。
後
漢
末
以
後
に
お
け
る
都
督
制
度
の
展
開
と
、
中
国
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の

政
治
社
会
情
勢
は
、
あ
き
ら
か
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、

都
督
制
度
の
果
た
し
た
役
割
と
い
う
も
の
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
と
思
う
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
曹
魏
に
お
い
て
持
節
領
護
官
に
こ
そ

（
四
〇
）

当
て
は
ま
る
。
州
都
督
は
国
内
を
向
い
て
支
配
地
域
を
監
督
す
る
も
の
で
あ
り
、

持
節
領
護
官
は
国
外
を
向
い
て
支
配
地
域
を
監
督
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
違
い
こ
そ
、
節
を
持
し
監
督
す
る
と
い
う
両
官
が
両
立
し
た
理
由
と
考
え
る
。

と
は
い
え
、
州
都
督
が
方
面
司
令
官
と
な
っ
た
三
少
帝
期
に
お
い
て
は
、
地
方
の

鎮
守
を
持
節
領
護
官
か
ら
州
都
督
へ
と
移
行
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
石
井
氏
の
提
言

も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
は
あ
る
。

三
少
帝
期
に
お
い
て
は
、
軍
事
司
令
官
を
務
め
ら
れ
る
皇
帝
の
不
在
に
よ
り
、

［
四
征
将
軍
＋
都
督
諸
軍
事
］
に
地
方
軍
務
を
付
託
し
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、

都
督
諸
軍
事
の
設
置
が
拡
大
す
る
と
、
四
征
将
軍
よ
り
州
都
督
の
運
用
に
よ
っ
て

軍
事
行
動
を
統
制
す
る
よ
う
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
（
開
府
）
儀
同
三
司
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
な
権
威
付
け
に
よ
っ
て
一
層
、
州
都
督
の
力
は
強
大
と
な
り
、
周

辺
地
域
の
州
都
督
不
在
を
突
く
形
で
反
乱
が
起
こ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

州
都
督
の
分
化
や
人
事
異
動
に
つ
い
て
は
、
権
限
の
抑
制
と
い
う
以
外
に
も
、
呉

蜀
平
定
の
準
備
や
西
晋
建
国
の
人
材
育
成
と
い
う
面
も
看
過
で
き
な
い
。
三
少
帝

期
の
州
都
督
は
、
形
式
的
に
は
監
察
官
で
あ
っ
た
が
、
実
質
的
に
は
方
面
司
令
官

で
あ
っ
た
。
か
つ
て
都
督
が
後
漢
王
朝
で
は
な
く
曹
操
を
は
じ
め
と
し
た
群
雄
の

も
と
で
変
化
を
遂
げ
、
三
国
時
代
に
都
督
制
と
し
て
成
立
し
た
よ
う
に
、
司
馬
氏

の
も
と
で
運
用
の
拡
大
を
遂
げ
た
州
都
督
が
、
西
晋
、
東
晋
時
代
に
あ
っ
て
軍
事

の
主
と
な
っ
た
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
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《

注

》

（
一
）
都
督
制
の
基
礎
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
小
尾
孟
夫
「
序
章

六
朝
時
代
に
お
け
る
軍
制
史

研
究
の
現
状
と
課
題
」（
小
尾
孟
夫
著
『
六
朝
都
督
制
研
究
』
渓
水
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に

纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
魏
晋
期
の
州
都
督
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
石
井
仁
「
六
朝
都
督

制
研
究
の
現
状
と
課
題
」（『
駒
澤
史
学
』
六
四
、
二
〇
〇
五
年
、
石
井
ａ
と
略
称
）、
越
智

重
明
「
晋
代
の
都
督
」（『
東
方
學
』
一
五
、
一
九
五
九
年
、
越
智
ａ
と
略
称
）、
同
氏
「
魏

晋
時
代
の
四
征
将
軍
と
都
督
」（『
史
淵
』
一
一
七
、
一
九
八
〇
年
、
越
智
ｂ
と
略
称
）、
小

尾
孟
夫
「
曹
魏
に
お
け
る
『
四
征
』
将
軍
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
部

二
六
、

一
九
七
八
年
、『
六
朝
都
督
制
研
究
』
に
所
収
、
小
尾
ａ
と
略
称
）、
同
氏
「
晋
代
に
お
け
る

将
軍
号
と
都
督
」（『
東
洋
史
研
究
』
三
七
ー
三
、
一
九
七
八
年
、
同
上
所
収
、
小
尾
ｂ
と
略

称
）、
森
本
淳
「
曹
氏
政
権
の
崩
壊
過
程
に
関
す
る
一
試
論
―
軍
事
権
と
の
関
係
を
中
心
に

―
」（『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
二
五
、
二
〇
〇
一
年
、
森
本
ａ
と
略
称
）、
同
氏
「
魏
晋
無
血
革

命
論
―
都
督
の
人
選
を
中
心
と
し
て
―
」（
森
本
淳
著
『
三
国
軍
制
と
長
沙
呉
簡
』
汲
古
書

院
、
二
〇
一
二
年
、
森
本
ｂ
と
略
称
）、
姚
念
慈
・
邱
居
里
「
西
晋
都
督
制
度
演
変
述
略
」

（『
北
京
師
范
大
学
学
報
』
一
九
九
八
年
第
二
期
）、
薛
軍
力
「
魏
晋
時
期
都
督
制
的
建
立
与

職
能
転
変
」（『
天
津
師
大
学
報
社
会
科
学
』
一
九
九
二
年
第
四
期
）、
張
鶴
泉
「
西
晋
都
督

諸
州
軍
事
制
度
試
探
」（『
六
朝
文
化
国
際
学
術
研
討
会
暨
中
国
魏
晋
南
北
朝
史
学
会
第
六
届

年
会
論
文
集
』
一
九
九
八
年
九
月
）
、
同
氏
「
西
晋
将
軍
兼
任
都
督
諸
州
軍
事
制
度
的
考

察
」（『
河
北
学
刊
』
二
〇
一
三
年
第
二
期
、
張
論
文
と
略
称
）
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
森
本

氏
の
論
文
は
全
て
『
三
国
軍
制
と
長
沙
呉
簡
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
軍
制
部
分
を
参
照
す

る
と
と
も
に
所
収
の
記
載
を
省
く
。

（
二
）『
魏
志
』
巻
二
十
七
・
王
昶
伝
に
、「
太
尉
司
馬
宣
王
（
＝
司
馬
懿
）
以
昶
應
選
。」
と
あ

り
、『
晋
書
』
巻
四
十
二
・
王
渾
伝
に
、「
辟
大
將
軍
曹
爽
掾
。」
と
あ
る
。

（
三
）『
魏
志
』
巻
十
五
・
張
既
伝
注
引
『
魏
略
』
に
、「
正
始
二
（
二
四
一
）
年
、
朱
然
圍
樊
城
、

城
中
守
將
乙
修
等
求
救
甚
急
。（
夏
侯
）
儒
進
屯
鄧
塞
、
以
兵
少
不
敢
進
、
但
作
鼓
吹
、
設

導
從
、
去
然
六
七
里
、
翺
翔
而
還
、
使
修
等
遙
見
之
、
數
數
如
是
。
月
餘
、
及
太
傅
（
＝
司

馬
懿
）
到
、
乃
俱
進
、
然
等
走
。
時
謂
儒
爲
怯
、
或
以
爲
曉
以
少
疑
眾
、
得
聲
救
之
宜
。
儒

猶
以
此
召
還
、
爲
太
僕
。」
と
あ
る
。

（
四
）『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
王
淩
伝
注
引
『
魏
氏
春
秋
』
に
、「
太
傅
（
＝
司
馬
懿
）
嘗
從
容
問

蔣
濟
、
濟
曰
、（
王
）
淩
文
武
俱
贍
、
當
今
無
雙
。」
と
あ
り
、『
魏
志
』
巻
二
十
七
・
胡
質

伝
に
、「
胡
質
字
文
德
、
楚
國
壽
春
人
也
。
少
與
蔣
濟
、
朱
績
俱
知
名
於
江
、
淮
間
、
仕
州

郡
。」
と
あ
る
。

（
五
）
森
本
淳
「
曹
魏
に
お
け
る
刺
史
と
将
軍
」（『
中
央
大
学
人
文
研
究
紀
要
』
五
六
、
二
〇
〇

六
年
）
を
参
照
。

（
六
）
前
稿
拙
稿
、
森
本
淳
「
曹
魏
軍
制
史
―
曹
操
軍
団
拡
大
過
程
か
ら
み
た
一
考
察
―
」（『
ア

ジ
ア
史
研
究
』
二
二
、
一
九
九
八
年
）、
森
本
ａ
な
ど
を
参
照
。

（
七
）
森
本
ａ
を
参
照
。

（
八
）『
通
典
』
巻
三
十
四
・
職
官
十
六
・
文
散
官
や
『
晋
書
』
巻
二
十
四
・
職
官
志
で
は
「
開

府
儀
同
三
司
」
は
黄
権
に
始
ま
る
と
し
て
い
る
が
、『
三
国
志
』
本
文
中
で
は
、
孫
壱
に
関

し
て
「
開
府
辟
召
儀
同
三
司
」（『
魏
志
』
巻
四
・
高
貴
郷
公
紀
・
甘
露
二
（
二
五
七
）
年
六

月
の
条
）
と
あ
る
の
み
で
、「
開
府
儀
同
三
司
」
と
「
儀
同
三
司
」
が
全
く
同
一
で
あ
る
か

は
疑
問
が
残
る
。『
三
国
志
集
解
』・『
蜀
志
』
巻
十
三
・
黄
権
伝
も
参
照
。

（
九
）『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
鄧
艾
伝
に
、「（
甘
露
）
二
（
二
五
七
）
年
、
拒
姜
維
于
長
城
、
維

退
還
。
遷
征
西
將
軍
、
前
後
增
邑
凡
六
千
六
百
戶
。」
と
あ
る
が
、『
魏
志
』
巻
四
・
陳
留
王

紀
・
景
元
三
（
二
六
二
）
年
冬
十
月
の
条
に
、「
冬
十
月
、
蜀
大
將
姜
維
寇
洮
陽
、
鎮
西
將

軍
鄧
艾
拒
之
、
破
維
于
侯
和
、
維
遁
走
。」
と
あ
る
。
付
表
で
は
、
景
元
三
年
に
鍾
会
が
鎮

西
将
軍
に
な
り
、
鄧
艾
が
征
西
将
軍
に
な
っ
た
と
い
う
推
測
を
採
る
。
た
だ
し
、『
蜀
志
』

巻
十
四
・
姜
維
伝
に
は
、「
魏
大
將
軍
司
馬
望
拒
之
、
鄧
艾
亦
自
隴
右
、
皆
軍
于
長
城
。」
と

あ
る
か
ら
、
鄧
艾
は
、
司
馬
望
が
征
西
将
軍
か
ら
昇
進
し
た
時
点
で
四
征
将
軍
に
昇
進
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
一
〇

）
夏
侯
儒
に
つ
い
て
は
注
（
三
）
に
あ
る
と
お
り
で
、
満
寵
に
つ
い
て
は
『
魏
志
』
巻
二
十

六
・
満
寵
伝
に
、「（
黄
初
）
四
（
二
二
三
）
年
、
拜
寵
征
東
將
軍
。
其
冬
、
孫
權
揚
聲
欲
至

合
肥
、
寵
表
召
兗
豫
諸
軍
、
皆
集
。」
と
あ
り
、
同
上
に
、「
其
（
＝
合
肥
）
西
三
十
里
、
有

奇
險
可
依
、
更
立
城
以
固
守
、
此
為
引
賊
平
地
而
掎
其
歸
路
、
於
計
為
便
。」
と
あ
る
。

（
一
一

）『
魏
志
』
巻
四
・
斉
王
紀
・
嘉
平
五
（
二
五
三
）
年
四
月
の
条
注
引
『
漢
晋
春
秋
』
に
、

「
今
（
諸
葛
）
恪
悉
其
銳
眾
、
足
以
肆
暴
、
而
坐
守
新
城
、
欲
以
致
一
戰
耳
。
若
攻
城
不
拔
、

請
戰
不
得
、
師
老
眾
疲
、
勢
將
自
走
、
諸
將
之
不
徑
進
、
乃
公
之
利
也
。
―
（
中
略
）
―
敕

毌
丘
儉
等
案
兵
自
守
、
以
新
城
委
吳
。」
と
あ
り
、『
呉
志
』
巻
十
九
・
諸
葛
恪
伝
に
、「
恪

意
欲
曜
威
淮
南
、
驅
略
民
人
、
而
諸
將
或
難
之
曰
、
今
引
軍
深
入
、
疆
埸
之
民
、
必
相
率
遠

遁
、
恐
兵
勞
而
功
少
、
不
如
止
圍
新
城
。
新
城
困
、
救
必
至
、
至
而
圖
之
、
乃
可
大
獲
。
恪

從
其
計
、
迴
軍
還
圍
新
城
。」
と
あ
る
。

（
一
二

）『
呉
志
』
巻
十
九
・
諸
葛
恪
伝
に
、「
恪
乞
率
眾
佃
廬
江
、
皖
口
、
因
輕
兵
襲
舒
、
掩
得
其
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民
而
還
。」
と
あ
る
。

（
一
三

）『
魏
志
』
巻
二
十
七
・
王
昶
伝
に
、「
昶
以
爲
國
有
常
眾
、
戰
無
常
勝
。
地
有
常
倹
、
守
無

常
勢
。
今
屯
宛
、
去
襄
陽
三
百
餘
里
、
諸
軍
散
屯
、
船
在
宣
池
、
有
急
不
足
相
赴
、
乃
表
徙

治
新
野
、
習
水
軍
于
二
州
、
廣
農
墾
殖
、
倉
穀
盈
積
。」
と
あ
る
。

（
一
四

）『
晋
書
』
巻
三
十
四
・
羊
祜
伝
を
参
照
。

（
一
五

）
州
都
督
、
州
刺
史
、
郡
太
守
の
統
属
関
係
に
つ
い
て
は
、
竹
園
卓
夫
「
後
漢
・
魏
に
お
け

る
地
方
鎮
撫
に
関
す
る
一
考
察
」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
二
、
一
九
八
六
年
、
竹
園
論

文
と
略
称
）
を
参
照
。

（
一
六

）『
魏
志
』
巻
二
十
三
・
裴
潜
伝
に
、「
出
爲
魏
郡
、
潁
川
典
農
中
郎
將
、
奏
通
貢
舉
、
比
之

郡
國
、
由
是
農
官
進
仕
路
泰
。」
と
あ
り
、
こ
れ
も
そ
の
下
地
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
一
七

）
曹
魏
の
屯
田
制
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
逐
一
紹
介
す
る
こ
と
は
割
愛
し
た
い

が
、
西
嶋
定
生
「
魏
の
屯
田
制
―
特
に
そ
の
廢
止
問
題
を
め
ぐ
つ
て
―
」（『
東
洋
文
化
研
究

所
紀
要
』
一
〇
、
一
九
五
六
年
、
西
嶋
定
生
著
『
中
国
経
済
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
、
一

九
六
六
に
所
収
）
は
、
典
農
官
と
司
馬
氏
の
関
連
や
州
都
督
に
よ
る
屯
田
開
発
に
言
及
し
て

い
る
た
め
、
ま
ず
参
考
と
す
べ
き
文
献
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。
な
お
、
魏
晋
の
水
利
に
関
し

て
は
、
佐
久
間
吉
也
著
『
魏
晋
南
北
朝
水
利
史
研
究
』
明
開
書
院
、
一
九
八
〇
年
に
詳
し
い
。

（
一
八

）
石
井
ａ
、
越
智
ａ
ｂ
、
小
尾
ａ
ｂ
、
森
本
ａ
な
ど
を
参
照
。

（
一
九

）
注
（
一
）
の
諸
論
文
を
参
照
。

（
二
〇

）『
魏
志
』
巻
三
十
・
王
基
伝
に
、「
諸
葛
誕
反
、
基
以
本
官
行
鎮
東
將
軍
、
都
督
揚
豫
諸
軍

事
。」
と
あ
り
、『
晋
書
』
巻
二
・
文
帝
紀
に
、「
蜀
將
姜
維
又
寇
隴
右
、
揚
聲
欲
攻
狄
道
。

以
帝
行
征
西
將
軍
、
次
長
安
。」
と
あ
る
。

（
二
一

）
督
（
監
）
淮
北
諸
軍
事
と
い
う
記
載
は
、『
魏
志
』
と
『
晋
書
』
と
で
表
記
が
異
な
る
か

ら
で
あ
る
。
詳
し
く
は
本
文
に
後
述
し
て
い
る
。

（
二
二

）
前
稿
拙
稿
を
参
照
。

（
二
三

）
監
軍
に
つ
い
て
は
、「
参
軍
事
考
―
六
朝
軍
府
僚
属
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
文
化
』

五
一
―
三
・
四
、
一
九
八
八
年
）、「
曹
魏
の
護
軍
に
つ
い
て
」（『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報

告
』
二
六
、
一
九
九
〇
年
）、「
漢
末
州
牧
考
」（『
秋
大
史
学
』
三
八
、
一
九
九
二
年
、
石
井

ｂ
と
略
称
）、「
三
国
魏
の
征
蜀
将
軍
に
つ
い
て
」（『
三
國
志
研
究
』
二
、
二
〇
〇
七
年
）
な

ど
石
井
仁
氏
の
一
連
の
研
究
を
参
照
。

（
二
四

）
石
井
ａ
、
越
智
ａ
ｂ
、
小
尾
ａ
ｂ
な
ど
を
参
照
。

（
二
五

）
森
本
ａ
を
参
照
。

（
二
六

）
前
稿
拙
稿
を
参
照
。

（
二
七

）
か
か
る
州
都
督
の
三
等
制
に
つ
い
て
は
、
小
尾
ｂ
、
山
口
正
晃
「
曹
魏
西
晋
時
期
的
都
督

与
将
軍
」（『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
史
資
料
』
第
二
十
輯
、
二
〇
〇
三
年
）、
張
論
文
な
ど
を
参

照
。

（
二
八

）
三
国
時
代
か
ら
西
晋
に
か
け
て
の
持
節
領
護
官
及
び
異
民
族
に
つ
い
て
は
、
石
井
ｂ
、
内

田
吟
風
著
『
北
ア
ジ
ア
史
研
究

朝
卑
柔
然
突
厥
篇
』
同
朋
舎
出
版

一
九
七
五
年
、
同
氏

『
北
ア
ジ
ア
史
研
究

匈
奴
篇
』
同
朋
舎
出
版

一
九
八
八
年
、
船
木
勝
馬
「
三
国
時
代
の
鮮

卑
に
つ
い
て
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
八
〇
、
一
九
七
六
年
）、
同
氏
「
烏
桓
校
尉
・

匈
奴
中
郎
将
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（
江
上
波
夫
教
授
古
稀
記
念
事
業
会
編
『
江
上
波
夫
教
授

古
稀
記
念
論
集
歴
史
篇
』
山
川
出
版
社

一
九
七
七
年
）、
同
氏
「
西
晋
時
代
の
并
州
と
幽

州
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
八
四
、
一
九
七
七
年
）、
唐
長
孺
「
魏
晋
雑
胡
考
」
な
ど

を
参
照
。

（
二
九

）『
魏
志
』
巻
三
・
明
帝
紀
・
太
和
五
（
二
三
一
）
年
夏
四
月
の
条
に
、「
夏
四
月
、
鮮
卑
附

義
王
軻
比
能
率
其
種
人
及
丁
零
大
人
兒
禪
詣
幽
州
貢
名
馬
。
復
置
護
匈
奴
中
郎
將
。」
と
あ

る
が
、
田
豫
ま
で
の
任
官
者
は
不
明
で
あ
る
。

（
三
〇

）
町
田
氏
は
、
こ
れ
以
降
の
匈
奴
分
割
を
い
わ
ゆ
る
五
部
分
割
と
し
て
、
曹
操
が
実
施
し
た

こ
と
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
町
田
隆
吉
「
二
・
三
世
紀
の
南
匈
奴
に
つ
い
て
―
『
晋
書
』

巻
一
〇
一
劉
元
海
載
記
解
釈
試
論
―
」（『
社
会
文
化
史
学
』
一
七
、
一
九
七
九
年
）」
を
参

照
。

（
三
一

）
西
晋
初
期
に
お
い
て
も
か
か
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
山
口
洋
「
西
晋
時
代
の
秦
州

―
武
帝
期
に
お
け
る
河
西
鮮
卑
対
策
」（『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
二
三
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。

（
三
二

）『
晋
書
』
巻
四
十
七
・
傅
玄
伝
、
同
上
・
巻
四
十
八
・
段
灼
伝
、
同
上
・
巻
四
十
二
・
唐

彬
伝
を
参
照
。

（
三
三

）
陳
本
の
州
都
督
を
『
魏
方
鎮
年
表
』
で
は
劉
靖
の
前
任
と
比
定
す
る
が
、
何
曽
の
後
任
者

と
華
廙
並
び
に
衛
瓘
の
前
任
者
が
特
定
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
間
の
州
都
督
の
可
能
性
も
高

い
の
で
は
な
い
と
思
う
。
付
表
で
は
か
か
る
推
測
を
採
る
。

（
三
四

）『
魏
志
』
巻
九
・
夏
侯
尚
付
夏
侯
玄
伝
注
引
『
魏
略
』
に
、「
大
將
軍
（
＝
司
馬
師
）
與

（
許
）
允
書
曰
、
鎮
北
雖
少
事
、
而
都
典
一
方
、
念
足
下
震
華
鼓
、
建
朱
節
、
歷
本
州
、
此

所
謂
著
繡
晝
行
也
。」
と
あ
る
。

（
三
五

）『
魏
志
』
巻
二
十
八
・
鄧
艾
伝
を
参
照
。

（
三
六

）『
蜀
志
』
巻
十
四
・
姜
維
伝
に
、「
維
自
以
練
西
方
風
俗
、
兼
負
其
才
武
、
欲
誘
諸
羌
胡
以
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爲
羽
翼
、
謂
自
隴
以
西
可
斷
而
有
也
。」
と
あ
る
。

（
三
七

）
小
尾
ｂ
を
参
照
。

（
三
八

）
越
智
ｂ
を
参
照
。

（
三
九

）
石
井
ｂ
、
竹
園
論
文
な
ど
を
参
照
。

（
四
〇

）
石
井
仁
「
呉
・
蜀
の
都
督
制
度
と
そ
の
周
辺
」（『
三
國
志
研
究
』
一
、
二
〇
〇
六
年
）
を

参
照
。
ま
た
、
石
井
氏
は
『
三
國
志
研
究
』
四
、
二
〇
〇
九
年
に
収
録
さ
れ
る
「
第
五
四
回

国
際
東
方
学
者
会
議

東
京
会
議

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅵ
『
漢
魏
交
替
期
に
お
け
る
社
会
と
文

化
』」
の
う
ち
「『
地
方
分
権
化
』
と
都
督
制
」
に
お
い
て
も
異
民
族
と
州
都
督
の
関
係
性
に

言
及
し
て
い
る
。

〔
付
表
〕

曹
魏
の
州
都
督

表
記
説
明
・
補
足

『
三
国
志
』
、
『
晋
書
』
を
も
と
に
作
成
し
た
。
州
都
督
の
場
合
「
節
号
・
将
軍
号
・
都
督

号
・
州
刺
史
牧
・
就
任
者
名
」
で
あ
り
、
持
節
領
護
官
の
場
合
「
州
刺
史
・
節
号
・
将
軍
号

・
領
の
有
無
・
就
任
者
名
」
で
あ
る
。
領
の
有
無
と
は
護
官
に
領
を
冠
す
る
か
で
あ
る
。
異

動
変
遷
年
に
つ
い
て
特
定
可
能
で
あ
っ
た
も
の
は
「
／
」
、
不
特
定
で
あ
っ
た
も
の
は

「
｜
」
で
あ
る
。
就
任
年
・
退
任
年
に
つ
い
て
特
定
可
能
で
あ
っ
た
も
の
は
記
号
不
表
示
、

不
特
定
で
あ
っ
た
も
の
は
「
｜
」
で
あ
る
。
「
←
」
は
前
年
と
「
→
」
は
後
年
と
同
一
で
あ

る
こ
と
を
示
す
。

付
表
に
記
載
し
て
い
な
い
州
都
督
、
持
節
領
護
官
と
し
て
、
曹
仁
「
車
騎
將
軍
、
都
督
荊

揚
益
州
諸
軍
事
」
〔
延
康
元
年
～
黄
初
四
年
？
〕
（
本
伝
）
、
曹
休
「
都
督
青
徐
」
〔
文
帝
期
〕

（
『
魏
志
』
巻
十
八
・
臧
霸
伝
注
引
『
離
略
』
）
、
桓
範
「
使
持
節
、
征
虜
將
軍
、
東
中
郎
將
、

都
督
青
徐
諸
軍
事
」
〔
明
帝
期
の
一
時
期
〕
（
『
魏
志
』
巻
九
・
曹
真
伝
付
曹
爽
伝
注
引
『
魏

略
』
）
、
趙
儼
「
監
荊
州
諸
軍
事
、
假
節
」
〔
明
帝
期
・
不
行
〕
（
本
伝
）
、
趙
儼
「
監
豫
州
諸

軍
事
」
〔
明
帝
期
の
一
時
期
〕
（
本
伝
）
、
王
基
「
行
監
軍
、
假
節
、
統
許
昌
軍
」
〔
毌
丘
倹
反

乱
平
定
時
〕
（
本
伝
）
、
許
允
「
鎮
北
將
軍
、
假
節
、
督
河
北
諸
軍
事
」
〔
嘉
平
六
年
・
不

発
〕
（
『
魏
志
』
巻
九
・
夏
侯
尚
付
夏
侯
玄
伝
）
、
司
馬
伷
「
右
將
軍
、
監
兗
州
諸
軍
事
、
兗

州
刺
史
」
〔
司
馬
昭
政
権
期
〕
（
本
伝
）
、
衛
瓘
「
持
節
、
監
艾
會
軍
事
」
〔
司
馬
昭
政
権
蜀
征

伐
時
〕
（
本
伝
）
、
李
胤
「
西
中
郎
將
、
督
關
中
諸
軍
事
」
〔
司
馬
昭
政
権
蜀
征
伐
時
〕
（
本

伝
）
、
温
恢
「
涼
州
刺
史
、
持
節
、
領
護
羌
校
尉
」
〔
黄
初
年
間
・
道
病
卒
〕
（
本
伝
）
、
王
琰

「
護
羌
校
尉
」
〔
文
明
帝
期
詳
細
不
明
〕
（
『
魏
志
』
巻
二
十
三
・
常
林
伝
）
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
曹
休
「
都
督
諸
軍
事
」
（
本
伝
）
と
夏
侯
尚
「
都
督
南
方
諸
軍
事
」
（
本
伝
）
に
つ
い

て
は
、
地
域
が
具
体
的
で
な
い
た
め
、
曹
休
で
あ
れ
ば
青
州
や
徐
州
、
夏
侯
尚
で
あ
れ
ば
豫

州
も
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
本
伝
は
、
該
当
人
物
の
列
伝
の
こ
と
を
指
す
。
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曹魏（三少帝期）における州都督について

并州 并州・護匈奴中郎将 幽州 幽州・護烏丸校尉，護鮮卑校尉 政権 西暦 元号
使持節・北中郎将・督・呉質 使持節・北中郎将・督・呉質 持節・田豫，使持節・牽招 曹丕 220年 黄初１
使持節・北中郎将・督・呉質 使持節・北中郎将・督・呉質 持節・田豫，使持節・牽招 曹丕 221年 黄初２
使持節・北中郎将・督・呉質 使持節・北中郎将・督・呉質 持節・田豫，使持節・牽招 曹丕 222年 黄初３
↑｜仮節・振威・都督・呉質 ↑｜仮節・振威・都督・呉質 持節・田豫 曹丕 223年 黄初４
仮節・振威・都督・呉質 仮節・振威・都督・呉質 持節・田豫 曹丕 224年 黄初５
仮節・振威・都督・呉質 仮節・振威・都督・呉質 持節・田豫 曹丕 225年 黄初６
仮節・振威・都督・呉質 仮節・振威・都督・呉質 持節・田豫 曹丕／叡 226年 黄初７
仮節・振威・都督・呉質 仮節・振威・都督・呉質 持節・田豫 曹叡 227年 太和１
仮節・振威・都督・呉質 仮節・振威・都督・呉質 持節・田豫 曹叡 228年 太和２
仮節・振威・都督・呉質 仮節・振威・都督・呉質 ↑｜刺史・不明・領・王雄 曹叡 229年 太和３
↑｜鎮北・呂昭 ↑｜鎮北・呂昭 刺史・不明・領・王雄 曹叡 230年 太和４
鎮北・呂昭 鎮北・呂昭 刺史・不明・領・王雄 曹叡 231年 太和５
鎮北・呂昭 鎮北・呂昭 刺史・不明・領・王雄 曹叡 232年 太和６
鎮北・呂昭 鎮北・呂昭 刺史・不明・領・王雄 曹叡 233年 太和７／青龍１

鎮北・呂昭 鎮北・呂昭 刺史・不明・領・王雄 曹叡 234年 青龍２
鎮北・呂昭 鎮北・呂昭 刺史・不明・領・王雄 曹叡 235年 青龍３
鎮北・呂昭 鎮北・呂昭 ↑｜刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹叡 236年 青龍４
鎮北・呂昭 鎮北・呂昭 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹叡 237年 青龍５／景初１

鎮北・呂昭 鎮北・呂昭 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹叡 238年 景初２
↑｜征北・程喜 ↑｜征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹叡／芳・曹爽 239年 景初３
征北・程喜 領刺史・使持節・加振威・田豫 征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹芳・曹爽 240年 正始１
征北・程喜 領刺史・使持節・加振威・田豫 征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹芳・曹爽 241年 正始２
征北・程喜 領刺史・使持節・加振威・田豫 征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹芳・曹爽 242年 正始３
征北・程喜 領刺史・使持節・加振威・田豫 征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹芳・曹爽 243年 正始４
征北・程喜 ↑｜刺史・使持節・加振威・陳泰 征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹芳・曹爽 244年 正始５
征北・程喜 刺史・使持節・加振威・陳泰 征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹芳・曹爽 245年 正始６
征北・程喜 刺史・使持節・加振威・陳泰 征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹芳・曹爽 246年 正始７
征北・程喜 刺史・使持節・加振威・陳泰 征北・程喜 刺史・使持節・加度遼・毌丘倹 曹芳・曹爽 247年 正始８
征北・程喜 ↑｜刺史・使持節・加振武・孫礼 征北・程喜 ↑｜刺史・使持節・加建威・杜恕 曹芳・曹爽 248年 正始９
征北・程喜 ↑／刺史・持節・振威・領・魯芝 征北・程喜 刺史・使持節・加建威・杜恕 曹芳・曹爽／司馬懿 249年 正始１０／嘉平１

征北・程喜 刺史・持節・振威・領・魯芝 征北・程喜 曹芳・司馬懿 250年 嘉平２
征北・程喜 刺史・持節・振威・領・魯芝 征北・程喜 曹芳・司馬懿／師 251年 嘉平３
↑｜仮節・鎮北・都督・劉靖 刺史・持節・振威・領・魯芝 ↑｜仮節・鎮北・都督・劉靖 曹芳・司馬師 252年 嘉平４
仮節・鎮北・都督・劉靖 刺史・持節・振威・領・魯芝｜ 仮節・鎮北・都督・劉靖 曹芳・司馬師 253年 嘉平５
↑｜仮節・鎮北・都督・何曽 ↑｜仮節・鎮北・都督・何曽 曹芳／髦・司馬師 254年 嘉平６／正元１

↑｜仮節・征北・都督・何曽 ↑｜仮節・征北・都督・何曽 曹髦・司馬師／昭 255年 正元２
仮節・征北・都督・何曽 仮節・征北・都督・何曽 曹髦・司馬昭 256年 正元３／甘露１

仮節・征北・都督・何曽 仮節・征北・都督・何曽 曹髦・司馬昭 257年 甘露２
仮節・征北・都督・何曽 仮節・征北・都督・何曽 曹髦・司馬昭 258年 甘露３
仮節・征北・都督・何曽 仮節・征北・都督・何曽 曹髦・司馬昭 259年 甘露４
仮節・征北・都督・何曽 仮節・征北・都督・何曽 曹髦／奐・司馬昭 260年 甘露５／景元１

仮節・征北・都督・何曽 仮節・征北・都督・何曽 曹奐・司馬昭 261年 景元２
仮節・征北・都督・何曽 仮節・征北・都督・何曽 曹奐・司馬昭 262年 景元３
仮節・征北・都督・何曽 仮節・征北・都督・何曽 曹奐・司馬昭 263年 景元４
↑／｜仮節・鎮北・都督・陳本 ｜刺史・仮節・石鑒 ↑／｜仮節・鎮北・都督・陳本 曹奐・司馬昭 264年 景元５／咸熙１

仮節・鎮北・都督・陳本 刺史・仮節・石鑒｜ 仮節・鎮北・都督・陳本 曹奐・司馬昭／炎／司馬炎 265年 咸熙２
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淮北 揚州 徐州 青州 青州
仮節・鎮南・都督・曹休 仮節・鎮東・都督・臧覇
仮節・鎮南・都督・曹休 仮節・鎮東・都督・臧覇
↑／仮節・征東・都督・領刺史・曹休／↓ 仮節・鎮東・都督・臧覇
仮黄鉞・征東大・都督・領刺史・曹休／↓ 仮節・鎮東・都督・臧覇
仮黄鉞・征東大・都督・牧・曹休 仮節・鎮東・都督・臧覇｜

仮黄鉞・征東大・都督・牧・曹休

仮黄鉞・征東大・都督・牧・曹休

仮黄鉞・大司馬・都督・牧・曹休

仮黄鉞・大司馬・都督・牧・曹休

↑／仮節鉞？・前・都督・満寵

↑／仮節鉞？・征東・都督・満寵

仮節鉞？・征東・都督・満寵

仮節鉞？・征東・都督・満寵

仮節鉞？・征東・都督・満寵

仮節鉞？・征東・都督・満寵

仮節鉞？・征東・都督・満寵

仮節鉞？・征東・都督・満寵

仮節鉞？・征東・都督・満寵

仮節鉞？・征東・都督・満寵

↑／仮節・征東・都督・王淩

仮節・征東・都督・王淩
↑／不明・車騎・都督・三司・王淩 ｜仮節・征東・都督・胡質 ｜仮節・征東・都督・胡質

不明・車騎・都督・三司・王淩 仮節・征東・都督・胡質 仮節・征東・都督・胡質
不明・車騎・都督・三司・王淩 仮節・征東・都督・胡質 仮節・征東・都督・胡質
不明・車騎・都督・三司・王淩 仮節・征東・都督・胡質 仮節・征東・都督・胡質
不明・車騎・都督・三司・王淩 仮節・征東・都督・胡質 仮節・征東・都督・胡質
不明・車騎・都督・三司・王淩 仮節・征東・都督・胡質 仮節・征東・都督・胡質
不明・車騎・都督・三司・王淩 仮節・征東・都督・胡質 仮節・征東・都督・胡質
↑／不明・司空・都督・三公・王淩 仮節・征東・都督・胡質 仮節・征東・都督・胡質
↑／仮節鉞・太尉・都督・三公・王淩 仮節・征東・都督・胡質 仮節・征東・都督・胡質
仮節鉞・太尉・都督・三公・王淩 ↑／｜不明・征東・胡遵 ↑／｜不明・征東・胡遵

持節・安東・督・司馬昭／↓ ↑／仮節・鎮東・都督・諸葛誕 不明・征東・胡遵 不明・征東・胡遵
持節・安東・都督・司馬昭 仮節・鎮東・都督・諸葛誕 不明・征東・胡遵 不明・征東・胡遵
持節・安東・都督・司馬昭 ↑／仮節・鎮東・都督・毌丘倹 不明・征東・胡遵 不明・征東・胡遵 仮節・奮武・監・石苞
持節・安東・都督・司馬昭 仮節・鎮東・都督・毌丘倹 不明・征東・胡遵 不明・征東・胡遵 仮節・奮武・監・石苞
汲の典農中郎将？・監・賈充 ↑／不明・鎮東大・都督・三司・諸葛誕／↓ ↑｜不明・征東大・胡遵／↓ ↑｜不明・征東大・胡遵／↓ 仮節・奮武・監・石苞
仮節・鎮軍・都督・陳泰 不明・征東大・都督・三司・諸葛誕 不明・衛・胡遵 不明・衛・胡遵 仮節・奮武・監・石苞

↑／不明・行鎮東・都督・王基 仮節・奮武・監・石苞
使持節・安東・都督・陳騫 ↑／不明・征東・都督・王基 ↑／仮節・鎮東？・監？・石苞

↑／不明・伏波・都督・盧欽 ↑／仮節・鎮東・都督・石苞 仮節・後・都督・鐘毓 不明・不明・監・宋鈞 仮節・鎮東？・監？・石苞

不明・伏波・都督・盧欽 仮節・鎮東・都督・石苞 仮節・後・都督・鐘毓 不明・不明・監・宋鈞
不明・伏波・都督・盧欽 ↑｜不明・征東大・都督・石苞 仮節・後・都督・鐘毓 ↑｜不明・振武・監・刺史・魯芝

不明・伏波・都督・盧欽 不明・征東大・都督・石苞 不明・振武・監・刺史・魯芝

↑｜仮節・平南・都督・司馬駿｜↓ 不明・征東大・都督・石苞 ↑｜不明・平東・監・刺史・魯芝

↑／仮節・安東大・都督・司馬駿 不明・征東大・都督・石苞 不明・平東・監・刺史・魯芝

仮節・安東大・都督・司馬駿 ↑／不明・驃騎・都督・石苞 不明・鎮東・都督・衞瓘 ↑／不明・鎮東・監・刺史・魯芝

曹魏（三少帝期）における州都督について
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江北 荊州 江南 豫州 豫州
仮節・征南・都督・領刺史・夏侯尚

↑／不明・征南大・都督・領刺史・夏侯尚

不明・征南大・都督・領刺史・夏侯尚

↑／仮鉞・征南大・都督・牧・夏侯尚

仮鉞・征南大・都督・牧・夏侯尚

仮鉞・征南大・都督・牧・夏侯尚

不明・驃騎・督・司馬懿 不明・驃騎・督・司馬懿
不明・驃騎・督・司馬懿 不明・驃騎・督・司馬懿
不明・驃騎・督・司馬懿｜ 不明・驃騎・督・司馬懿｜

｜不明・征南・都督・夏侯儒 ｜不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

不明・征南・都督・夏侯儒 不明・征南・都督・夏侯儒

↑｜仮節・征南・都督・王昶 ↑｜仮節・征南・都督・王昶

仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶
仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶
仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶
仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶
仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶
仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶
仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶 ｜仮節・左・監・領刺史・毌丘倹

仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶 仮節・左・監・領刺史・毌丘倹

仮節・征南・都督・王昶 仮節・征南・都督・王昶 仮節・左・監・領刺史・毌丘倹

↑／仮節・征南大・都督・三司・王昶 ↑／仮節・征南大・都督・三司・王昶 ↑｜仮節・鎮南・都督・領刺史・毌丘倹

仮節・征南大・都督・三司・王昶 仮節・征南大・都督・三司・王昶 仮節・鎮南・都督・領刺史・毌丘倹

仮節・征南大・都督・三司・王昶 仮節・征南大・都督・三司・王昶 ↑／仮節・鎮南・都督・諸葛誕

仮節・征南大・都督・三司・王昶 仮節・征南大・都督・三司・王昶 仮節・鎮南・都督・諸葛誕

↑／不明・驃騎・都督・三司・王昶 ↑／不明・驃騎・都督・三司・王昶 ↑／不明・鎮南・都督・領刺史・王基

不明・驃騎・都督・三司・王昶 不明・驃騎・都督・三司・王昶 不明・鎮南・都督・領刺史・王基

不明・驃騎・都督・三司・王昶 不明・驃騎・都督・三司・王昶 不明・鎮南・都督・領刺史・王基

↑／不明・司空・都督・三公・王昶 ↑／不明・司空・都督・三公・王昶 不明・鎮南・都督・領刺史・王基

↑／不明・征南・都督・王基 仮節・征虜・都督・州泰 不明・司空・都督・三公・王昶 （使）持節・安東・都督・刺史・陳騫

不明・征南・都督・王基 仮節・征虜・都督・州泰 （使）持節・安東・都督・刺史・陳騫

↑／仮節・後・都督・鍾毓 ↑／不明・征南大・都督・陳騫 ↑／不明・奮武・監・刺史・王沈

仮節・後・都督・鍾毓 不明・征南大・都督・陳騫 不明・奮武・監・刺史・王沈

｜持節・征虜・都督・王沈 ↑／不明・征南大・都督・陳騫 不明・征南大・都督・陳騫 ↑｜仮節・左・監・司馬亮

↑／持節・鎮南・都督・王沈 不明・征南大・都督・陳騫 仮節・左・監・司馬亮
持節・鎮南・都督・王沈 不明・征南大・都督・陳騫 仮節・左・監・司馬亮
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涼州・護羌校尉 涼州 雍州 隴右，東羌校尉 関中
金城太守・蘇則 仮節・鎮西・都督・曹真 仮節・鎮西・都督・曹真 持節・安西・都督・夏侯楙

仮節・鎮西・都督・曹真 仮節・鎮西・都督・曹真 持節・安西・都督・夏侯楙

仮節・鎮西・都督・曹真 仮節・鎮西・都督・曹真 持節・安西・都督・夏侯楙

持節・安西・都督・夏侯楙

持節・安西・都督・夏侯楙

持節・安西・都督・夏侯楙

持節・安西・都督・夏侯楙

刺史・使持節・領・徐邈 持節・安西・都督・夏侯楙

刺史・使持節・領・徐邈 持節・安西・都督・夏侯楙

刺史・使持節・領・徐邈
刺史・使持節・領・徐邈
刺史・使持節・領・徐邈 不明・大将軍・都督・司馬懿 不明・大将軍・都督・司馬懿

刺史・使持節・領・徐邈 不明・大将軍・都督・司馬懿 不明・大将軍・都督・司馬懿

刺史・使持節・領・徐邈 不明・大将軍・都督・司馬懿 不明・大将軍・都督・司馬懿

刺史・使持節・領・徐邈 不明・大将軍・都督・司馬懿 不明・大将軍・都督・司馬懿

刺史・使持節・領・徐邈
刺史・使持節・領・徐邈
刺史・使持節・領・徐邈
↑｜刺史・使持節・加建威・領・徐邈

刺史・使持節・加建威・領・徐邈 仮節・征蜀？・監・趙儼 仮節・征蜀？・監・趙儼
刺史・使持節・加建威・領・徐邈 ↑｜不明・征西・都督・趙儼 ↑｜不明・征西・都督・趙儼

不明・征西・都督・趙儼 不明・征西・都督・趙儼
不明・征西・都督・趙儼 不明・征西・都督・趙儼
↑／仮節・征西・都督・夏侯玄 ↑／仮節・征西・都督・夏侯玄

仮節・征西・都督・夏侯玄 仮節・征西・都督・夏侯玄

仮節・征西・都督・夏侯玄 仮節・征西・都督・夏侯玄

仮節・征西・都督・夏侯玄 仮節・征西・都督・夏侯玄

仮節・征西・都督・夏侯玄 仮節・征西・都督・夏侯玄

仮節・征西・都督・夏侯玄 仮節・征西・都督・夏侯玄

｜刺史・仮節・加揚威・領・李憙 ↑／不明・征西・都督・郭淮 ↑／不明・征西・都督・郭淮

刺史・仮節・加揚威・領・李憙 ↑／不明・車騎・都督・三司・郭淮 ↑／不明・車騎・都督・三司・郭淮

刺史・仮節・加揚威・領・李憙 不明・車騎・都督・三司・郭淮 不明・車騎・都督・三司・郭淮

刺史・仮節・加揚威・領・李憙 不明・車騎・都督・三司・郭淮 不明・車騎・都督・三司・郭淮

刺史・仮節・加揚威・領・李憙 不明・車騎・都督・三司・郭淮 不明・車騎・都督・三司・郭淮

刺史・仮節・加揚威・領・李憙 不明・車騎・都督・三司・郭淮 不明・車騎・都督・三司・郭淮

刺史・仮節・加揚威・領・李憙 ↑／仮節・征西・都督・陳泰／↓ ↑／仮節・征西・都督・陳泰／↓ 仮節・安西・領東羌・鄧艾

刺史・仮節・加揚威・領・李憙｜ 持節・征西・都督・司馬望 持節・征西・都督・司馬望 ↑／不明・鎮西・都督・鄧艾

持節・征西・都督・司馬望 持節・征西・都督・司馬望 不明・鎮西・都督・鄧艾
持節・征西・都督・司馬望 持節・征西・都督・司馬望 不明・鎮西・都督・鄧艾
持節・征西・都督・司馬望 持節・征西・都督・司馬望 不明・鎮西・都督・鄧艾
持節・征西・都督・司馬望 持節・征西・都督・司馬望 不明・鎮西・都督・鄧艾
持節・征西・都督・司馬望 持節・征西・都督・司馬望 不明・鎮西・都督・鄧艾
持節・征西・都督・司馬望 持節・征西・都督・司馬望 ↑｜不明・征西・都督・鄧艾 仮節・鎮西・都督・鍾会

↑／不明・太尉・都督・三公・鄧艾 ↑／仮節・司徒・都督・三公・鍾会

↑／仮節・中護軍・都督・賈充 ↑／仮節・中護軍・都督・賈充／↓

使持節・鎮西・都督・衛瓘
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